
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この宝塚の環境「令和６（202４）年度版」におけるデータは、文中において特に断り

をしているものを除いて、全て令和５年度（202３.4.1～202４.3.31）のデータです。 
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第１ 総説 

１ 宝塚市の概要 

 

(1) 位置及び地勢 

 本市は兵庫県の南東部に位置し、六甲山系を背に南北に長く、武庫川を挟むように市街

地を形成している南部と農山村地域を形成している北部とに長尾山系で二分されていま

す。南部は西宮市・伊丹市・川西市と、北部は神戸市・三田市・猪名川町とそれぞれ接し

ています。 

南部地域は、北摂連山及び六甲山系の緑に囲まれ、その中央部には武庫川が流れていま

す。北部地域は、周辺各地の開発が進む中で、今なお田園的風景を残しています。このよ

うな立地条件、自然環境に加え、大都市への交通の利便性も高く、阪神間近郊の良好な住

宅都市として発展してきました。 

また、古くから歌劇・温泉の町として知られていますが、日本有数の植木産地であり、

中山寺・清荒神などの神社仏閣、畿内文化の幾多の遺跡もあり、園芸・観光・レクリエー

ション都市としての性格も有しています。 

 

・位置  東経135度21分36秒 北緯34度47分58秒（宝塚市役所） 

・広ぼう 東西 12.8km 南北 21.1km 

・海抜  最高 592.1m  最低 14.6m 

・面積  101.89k㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

事項 年月日 合併町村名 面積（km2） 

市制施行 昭和29年（1954年） 4月 1日 宝塚町、良元村 28.3 

編入合併 昭和30年（1955年） 3月10日 長尾村 41.1 

編入合併 昭和30年（1955年） 3月14日 西谷村 105.2 

分市 昭和30年（1955年） 4月 1日 長尾村の一部を伊丹市

へ分市 

101.75 

境界変更 昭和48年（1973年） 8月 1日 宝塚市の一部と川西市

の一部の境界変更 

101.89 

 （注）昭和30年（1955年）、誤差修正により101.89km2となった。      宝塚市統計書より 
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(2) 人口等（住民基本台帳による。各年3月31日現在） 

令和6年 

ア  人口  228,308人 （男 105,729人  女 122,579人） 

イ  世帯  107,037世帯 

                                     

年 世帯数 人口 
人口密度 

(人/k㎡) 

人口増加率 

（平成15年比） 

平成15年 85,690 218,368 2,143  

平成20年 92,543 224,708 2,205 2.90% 

平成25年 100,174 233,967 2,296 7.14% 

平成30年 103,758 234,280 2,299 7.29% 

令和5年 107,037 230,103 2,258 5.37% 

 

 

(3) 都市計画区域及び用途地域の面積（令和5年3月31日） 

ア 都市計画区域 10,189ha（市街化区域2,605ha、市街化調整区域7,584ha） 

イ 地域地区のうち用途地域 

 

地域 面積(ha) 構成比(%) 

第1種低層住居専用地域 1,094 42,0 

第2種低層住居専用地域 17 0.6 

第1種中高層住居専用地域 688 26.4 

第2種中高層住居専用地域 245 9.4 

第1種住居地域 209 8.0 

第2種住居地域 45 1.7 

準住居地域 25 1.0 

田園住居地域 0 0.0 

近隣商業地域 67 2.6 

商業地域 62 2.4 

準工業地域 124 4.8 

工業地域 29 1.1 

工業専用地域 0 0.0 

計 2,605 100.0 
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２ 自然環境 

 

(1) 立地 

 本市は南北に細長く、市域の約80％は北摂山地の中にありますが、これをさらに武田尾

－切畑－猪名川町猪淵を結ぶ線によって、北側の旧西谷村地域と南側の長尾山地とに概ね

分けることができます。 

 旧西谷村地域は、北端の香合新田の裏山（528.0ｍ）、南の古宝山（459.4ｍ）のほか

は、高さ350ｍ前後の山並みが続く地域で、これらの広い谷間に集落が点在しています。 

 長尾山地には、大峰山（552.4ｍ）をはじめ、検見山（475.0ｍ）、中山（478.2ｍ）など

400ｍを越える山々が多く、この部分では、谷が深い南縁山麓に沿っており、そこには早く

から集落が存在していました。 

 有馬－高槻断層帯以南の市域も二つに分かれます。一つは武庫川の扇状地に立地する市

街地であり、宝塚市の中心的な市街地です。もう一つは六甲山地の東端を占める本市の最

高峰岩原山（573.0ｍ）を中心とする花崗岩山地です。 

 

(2) 地形 

 本市は、北摂山地と六甲山地の二つの山地と、武庫平野との出合いの場所です。北摂山

地と武庫平野の間には有馬－高槻断層帯が伸びており、これは生瀬から船坂方面を抜け、

有馬温泉へと続きます。この有馬－高槻断層帯は規模の大きな活断層帯が発達しており、

これらの活断層が動いたことにより標高や隆起に差異が生じており、蓬莱峡の奇勝はこの

谷筋に沿う断層活動による破砕の現れです。 

 

(3) 現存植生 

 本市の自然植生をみると、清荒神清澄寺、満願寺、宝山寺、中山寺、波豆八幡神社や売

布神社などにコジイ－カナメモチ群集、大原野の素盞鳴命（すさのおのみこと）神社、塩

尾寺に照葉樹林（照葉自然林）が残存しています。これらの照葉樹林は、かつては市の全

域に広がっていましたが、弥生時代以降の人の土地利用によって破壊され、わずかに社寺

林としてのみ残されました。自然植生としては、照葉樹林のような気候的極相以外に武庫

川などの河川にオギ群集、ツルヨシ群集などや北部地域の流紋岩地帯のゆるやかな傾斜地

に湿原などの土地的極相が点在しています。代表的な湿原としては兵庫県指定天然記念物

の丸山湿原群と宝塚市指定天然記念物の松尾湿原があげられます。丸山湿原群は生物多様

性や規模からみても兵庫県下で有数の湧水型湿原です。 

 自然植生が破壊された後に成立するのが二次植生です。近年まで農耕地を除くと大半は

二次植生の里山林に被われていましたが、開発によって里山林は減少しました。現在、里

山林は放置され里山放置林に変化しています。その里山放置林も北部地域では広く分布し

ていますが、南部では市街地周辺緑地に限られています。里山放置林の大半はアカマツ－

モチツツジ群集に占められていますが、その多くはマツ枯れの被害を受けており、良好な

景観をもつアカマツ林はほとんど見られません。尾根部を中心に広がるアカマツ－モチツ

ツジ群集に対して谷部や斜面下部にはコナラ－アベマキ群集が分布しています。マツ枯れ

によってアカマツ－モチツツジ群集からコナラ－アベマキ群集に遷移している林分も増加

しました。植物種として、保全が急務となっているケナシベニバナヤマシャクヤク、カザ
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グルマ、サツキ、ヤガミスゲ、カワラサイコが確認できます。 

 以上のほかに外来植物の侵入問題があります。各地に広がりつつあるオオキンケイギク

は逆瀬川では平成13年（2015年）頃から市民ぐるみで駆除作戦を継続し、上流部では大き

な成果をあげつつありました。しかし、令和3年（2021年）からコロナ感染拡大防止のため

に集団行動が制限され、駆除作戦の継続が困難になり、2023年には逆瀬川の上流部を除く

中・下流部に急激に拡大しました。今後は市内全域での継続した駆除活動がのぞまれま

す。 

 

(4) 動物 

 本市の動物の分布状態は、北部地域の山地を中心に多様な生物が生息していますが、南

部の市街地では外来種が入り、生態系に影響が出ています。 

 ほ乳類はニホンイノシシ、ホンドキツネ、ホンドタヌキ、ニホンイタチやネズミ類、ま

たコウモリ類ではキクガシラコウモリ、コキクガシラコウモリ、モモジロコウモリなど6種

が確認されています。 

鳥類は食物連鎖の上位種となるハチクマ、ミサゴ、サシバやオオタカなどが確認されて

います。 

爬虫類では夜行性のタカチホヘビ、シロマダラ、ヒバカリも確認されています。 

両生類は北部地域を中心に、カジカガエル、タゴガエル、モリアオガエル、セトウチサ

ンショウウオなどが、さらには国指定の特別天然記念物であるオオサンショウウオは夜行

性で個体数は極めて少数ですが西谷地域では広く確認されています。 

 魚類では北部のため池にミナミメダカが、谷筋にはナガレホトケドジョウが生息してい

ます。 

 陸産貝類では、オオコウラナメクジ、ケハダビロウドマイマイ、ギュリキマイマイなど

が北部で見つかっております。 

昆虫類は、希少な種として、ヒメタイコウチ、ギフチョウ、国蝶のオオムラサキ、ミヤ

マアカネ、ハッチョウトンボ、ゲンジボタル、ヒメボタルなどが確認されています。また

日本(本州)の固有種であるギフチョウは宝塚市立宝塚自然の家を拠点に半世紀にも及ぶ保

全活動が行われておりますが、根本的には食草であるカンアオイ類の自生地を保全復元す

る活動が最重要課題です。 

なお、近年は外来種の移入、侵入による生態系への影響が危ぶまれています。特に特定

外来生物に指定されているアライグマやヌートリアが市街地でも目撃されており、北部で

は農作物への被害のほか、市民生活の安全を脅かすなどしています。 

 また、ため池や河川にオオクチバスやブルーギルなどが繁殖し、在来魚類の生息が脅か

される状況が見られます。さらに、アカミミガメの駆除も必要に迫られています。 

なお、在来種ではありますが、ニホンジカの分布域が県南部にまで拡大し、本市の北部

地域では農業被害が発生し始めたため、農耕地周辺にシカ柵が張り巡らされました。しか

しながら、シカ柵を越えたり、潜り抜ける個体も現れるなど完全な被害防止策の構築は困

難です。県の方針「野生鳥獣の保護管理（ワイルドライフ・マネジメント）の推進に向け

た方策」に則り更なる策を講じることが急務です。 
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第２ 宝塚市環境基本計画 

１ 環境基本計画 

 

(1) 経緯 

 平成7年度（1995年度）に、平成8年度（1996年度）から平成17年度（2005年度）までの

10年間を計画期間とする「宝塚市環境基本計画」を策定し、～健全で恵み豊かな環境をと

もに育むまち～の創造を目指して各施策を進めてきましたが、その間、二酸化炭素（CO2）

などの温室効果ガスの削減など地球的な課題となっている地球温暖化への対策、循環型社

会形成推進基本法及び容器包装、家電、建設、自動車等のリサイクル関連法による、循環

型社会の形成に向けた行動への転換、外来種の問題も含めた生物多様性の保全等、環境に

関して、あるいは社会全般にわたって大きく変化が生じています。これらに対応するた

め、第2次宝塚市環境基本計画を平成18年（2006年）6月に策定、第3次宝塚市環境基本計画

を平成28年（2016年）3月に策定しました。 

 

(2) 第３次宝塚市環境基本計画の概要 

ア 計画期間  平成28年度（2016年度）から令和7年度（2025年度）までの10年間 

 

イ 計画の推進主体 

本計画の推進にあたっては、計画策定主体である市の取組だけでなく、市民と事業者

が推進主体となって、それぞれの立場や役割から環境に対する取組を推進していくこと

が必要です。 

 

 

ウ 本市の目指す環境都市像 

 『環境都市・宝塚 健全で恵み豊かな環境を共に育むまち』 

    ～持続可能なまちへの先駆的転換をめざして～ 

 

エ 施策推進の基本的な視点 

(ｱ) 【基本的視点1】持続可能な発展 

 本市の将来に向けた環境施策の展開において、環境・経済・社会の良好なバランス

と秩序を保った持続可能な社会システムの構築の視点を重視し、先駆的な環境づくり

を進めていきます。 

(ｲ) 【基本的視点2】参画と協働 

第3次宝塚市環境基本計画 

市民・事業者・市が 

相互に連携、協働により推進 
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 本市の「健全で恵み豊かな環境を共に育むまち」づくりは、市民、事業者及び市の

各主体の積極的な参画のもと、役割と責任を分担し、相互に補完し、協力して推進す

る協働の体制により進めていくことを基本とします。 

 

 (ｳ) 【基本的視点3】生物多様性の保全 

 希少生物の生息する自然環境と、まち山などの緑と市街地が織りなす都市景観とが

融合する特徴的な環境を有する本市が持続可能な発展を目指すうえで、すべての活動

の基礎となる重要な視点として生物多様性の保全を設定します。 

 

オ 施策の体系 

１

２

１

２

１

２

３

１

２

１

２

水環境の保全

騒音・振動・悪臭及び有害化学

物質対策

（２）水環境（河川・ため池・水路）の保全・美化と活用

環
境
都
市
・
宝
塚
　
健
全
で
恵
み
豊
か
な
環
境
を
共
に
育
む
ま
ち

～

持
続
可
能
な
ま
ち
へ
の
先
駆
的
転
換
を
め
ざ
し
て
～

（１）バリアフリー、ユニバーサルデザイン
（２）誰もが安心して生活できる移動空間の確保
（３）子育て環境の整備
（４）マナーやモラル向上の啓発

（１）景観の保全
（２）美化活動の行き届いたまちづくり

（１）自動車排気ガスの低減
（２）大気の監視・保全と市民の安全確保

景観の保全

みんなにやさしいまちづくり

環境学習・教育の推進

次世代の環境保全を担う人材の
育成、環境保全活動の支援

地球温暖化対策

生物多様性の保全 （１）生物多様性の保全
（２）里地・里山、農村環境の維持・保全

（１）まち山の保全
（２）公園・緑地の管理・整備
（３）植栽などの拡大

（１）水環境の保全・監視・汚染対策

（１）生活騒音対策
（２）騒音・振動対策
（３）悪臭・有害化学物質対策

（１）環境学習・教育の推進
（２）自然体験と交流の推進

（１）たからづか環境マイスター（仮称）の養成と活用
（２）市民の環境保全活動の交流の場づくり

　Ⅰ　地球温暖化対策と循環型のまちづくり

　Ⅱ　豊かな生態系を育むまちづくり

　Ⅲ　健康に暮らせるまちづくり

　Ⅳ　安全で快適な環境のまちづくり

　Ⅴ　みんなで取り組む環境づくり

（１）エネルギー消費量の削減
（２）地域主体の再生可能エネルギーの創出
（３）その他温室効果ガスの削減

（１）３Ｒの推進

街なかの緑の保全と創造

循環型社会の構築

大気環境の保全

（１）たからづか環境マイスターの養成と活用 
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２ 環境指標 

 

(1) 達成状況 

 第3次宝塚市環境基本計画の進捗状況を客観的に把握、評価するために設定した目標の達   

成状況は以下のとおりです。 

 

評価項目 

「◎」目標を達成したもの 

「〇」目標は達成していないものの、現状値より好転・維持しているもの 

「×」現状値より悪化したもの 

「－」上記以外（調査未実施等により評価できず） 

 

※ 現状値は計画策定時における取得可能な値 

※ （ ）内に対象年度の記載がないものは表頭のとおり 

※ 目標値及び実績値の単位は現状値に同じ 

※ №に〇のあるものは、生物多様性たからづか戦略の進捗状況と重複している項目 

 

№ 
施策 

体系 
取組 項目 

現状値 

(H26) 

目標値 

(R7) 

実績値 

(R4) (R5) 

内容 内容 評価 

○1  
Ⅰ 

地球温暖化

対策と循環

型のまちづ

くり 

Ⅰ-1 

地球温暖

化対策 

温室効果ｶﾞｽ(CO2 換

算)排出量(推計値) 

783 千 t-CO2 

(H25 速報値) 
523 

570 

(R3 確報値) 

613 

(R4 確報値) 
○ 

2 

一人あたりの温室効

果ｶﾞｽ(CO2 換算)排

出量(推計値) 

3.43 t-CO2 

(H25 速報値) 
2.31 

2.53 

(R3 確報値) 

2.74 

(R4 確報値) 
○ 

3 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 
4,366TJ 

(H25) 
3,930 

4,110 

(R3) 

4,345 

(R4) 
○ 

4 
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ自給

率(家庭:電気) 

1.2% 

(H23) 
18.3 

4.3 

(R3 確報値) 

4.6 

(R4 速報値) 
○ 

5 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ活用

率(家庭･業務･産業:

電気) 

10.4% 

(H23) 
33.6 

15.4 

(R3 確報値) 

16.1 

(R4 速報値) 
○ 

6 
Ⅰ-2 

循環型社

会の構築 

ごみ総排出量 
79,841t 

(H25) 
73,597 72,815 71,161 ◎ 

7 
市民一人一日当たり

のごみ排出量 

960g 

(H25) 
876 895 881 ○ 

8 燃やすごみ量 
55,308t 

(H25) 
43,414 46,564 45,408 ○ 

9 再資源化率 
30.6% 

(H25) 
32.9 29.7 30.6 ○ 



8 

 

№ 
施策 

体系 
取組 項目 

現状値 

(H26) 

目標値 

(R7) 

実績値 

(R4) (R5) 

内容 内容 評価 

○10  
Ⅱ 

豊かな生態

系を育むま

ちづくり 

Ⅱ-1 

生物多様

性の保全 

環境保全活動団体数

(参加人数) 

26 団体 

(535 人) 

28 

(590) 

24 

(444) 

22 

(433) 
× 

○11  
市民農園(北部･南部

地域)利用者数 
490 人 600 542 587 ○ 

○12  

Ⅱ-2 

街なかの

緑の保全

と創造 

まち山保全活動団体

数(活動人数) 

6 団体 

(192 人) 

10 

(270) 

7 

(172) 

7 

(176) 
○ 

○13  
市民一人当たりの公

園面積 
4.0m2 7.0 5.27 5.71 ○ 

○14  

公園ｱﾄﾞﾌﾟﾄ制度によ

り市民団体などが管

理する公園数(対象

公園数 312 ヵ所) 

43 ヵ所 54 65 65 ◎ 

○15  
生垣など緑化延長

(市補助制度活用分) 

92.0m 

(H25) 
101.0 16.0 30.0 × 

○16  
地域緑化ﾓﾃﾞﾙ地区指

定団体数 
110 団体 120 117 119 ○ 

17 

Ⅲ 

健康に暮ら

せるまちづ

くり 

Ⅲ-1 

大気環境

の保全 

環境基準達成率(大

気質) 

63% 

(H25) 
100 89 89 ○ 

18 
Ⅲ-2 

水環境の

保全 

環境基準達成率(水

質) 

89% 

(H25) 
100 89 89 ○ 

19 
河川水辺空間ｱﾄﾞﾌﾟﾄ

活動団体数 
8 団体 13 9 8 ○ 

20 
河川水辺空間ｱﾄﾞﾌﾟﾄ

活動人数 
287 人 466 334 308 ○ 

21 

多自然型工法による

整備延長(荒神川 全

計画延長 990m) ※ 

57.2% 86.9 63.6 63.6 ○ 

22 
Ⅲ-3 

騒 音 ･ 振

動 ･ 悪 臭

及び有害

化学物質

対策 

環境基準達成率(騒

音･振動) 

89.6% 

(H25) 
100.0 96.5 95.8 ○ 

23 

生活騒音苦情件数

(騒音全苦情件数か

ら事業系を除く) 

26 件 

(H25) 
23 3 2 ◎ 

24 悪臭など苦情件数 
8 件 

(H25) 
7 25 39 × 
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№ 
施策 

体系 
取組 項目 

現状値 

(H26) 

目標値 

(R7) 

実績値 

(R4) (R5) 

内容 内容 評価 

○25  

Ⅳ 

安全で快適

な環境のま

ちづくり 

Ⅳ-1 

景観の保

全 

景観計画特定地区指

定数(都市景観形成

地域を含む) 

18 地区 30 21 21 ○ 

26 

景観計画特定地区指

定面積(都市景観形

成地域を含む) 

274.5ha 365.5 300.3 300.3 ○ 

27 

｢宝塚を美しくする

市民運動｣参加団体

数(参加者数) 

483 団体 

(68,291 人) 

550 

(75,000) 

356 

(51,763) 

423 

(59,135) 
× 

28 

違反広告物除却市民

ボランティア団体数

（人数） 

8 団体 

(98 人) 

22 

(305) 

7 

(87) 

2 

(28) 
× 

29 

環境市民アンケート

「街なみ景観の美し

さ」改善度 

9.2% 10.1 未調査 未調査 

- 
環境市民アンケート

「街なみ景観の美し

さ」満足度 

53.8% 59.2 未調査 未調査 

30 

Ⅳ-2 

みんなに

やさしい

まちづく

り 

高齢者・障がい者住

宅バリアフリー改修

費用助成の促進 

71 件 78 73 82 ◎ 

31 縦断的な段差解消率 
16% 

(H25) 
65 24 23 ○ 

32 
アトム防犯グループ

登録数 
115 件 150 139 140 ○ 

33 
アトム１１０番連絡

所登録数 
2,105 軒 2,100 1,924 1,831 × 

34 

環境市民アンケート

改善度「ごみ出し・

ぽい捨て」の平均改

善度 

28.8% 31.7 未調査 未調査 

- 
環境市民アンケート

改善度「ごみ出し・

ぽい捨て」の平均満

足度 

44.1% 48.5 未調査 未調査 
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№ 
施策 

体系 
取組 項目 

現状値 

(H26) 

目標値 

(R7) 

実績値 

(R4) (R5) 

内容 内容 評価 

○35  

Ⅴ 

みんなで取

り組む環境

づくり 

Ⅴ-1 

環境学習

･ 教 育 の

推進 

たからづかＥＣＯ講

座の受講者数（累

計） 

303 人 553 463 482 ○ 

36 

その他市内で行われ

る環境セミナーなど

の参加者数 

2,280 人 2,500 2,477 2778 ◎ 

○37  

Ⅴ-2 

次世代の

環境保全

を担う人

材 の 育

成 ､ 環 境

保全活動

の支援 

たからづか環境マイ

スターをリーダーと

する環境学習プログ

ラムの立ち上げ 

未実施 実施 未実施 未実施 × 

○38  
たからづか環境マイ

スター登録者数 
未登録 55 6 6 ○ 

○39  
市民環境フォーラム

参加者数 

延べ  

3,911 人 
4,370 5,145 5,245 ◎ 

40 
環境都市宝塚推進市

民会議の活性化 
検討中 充実 取組中 取組中 ○ 

41 
中間支援組織の立ち

上げ 
未実施 実施 未実施 未実施 × 

※№21「多自然型工法による整備延長（荒神川全計画延長 990ｍ）」 

多自然型工法による全延長の整備を計画したが、新荒神橋から上流の区間は河川用地を確保することが困難であり、治水と経済性の観点
から U 型水路等の工法で整備しており、多自然型工法ではない。また、二層河川区間 336ｍに続けて整備した一層河川区間 294ｍは、生
物の生息空間確保のために護岸へ自然石を使用しており、多自然型工法による整備延長に含めている。ただし、二層河川区間のように川
底に植生シートは備えておらず、多自然型の観点からは計画どおりの整備とはなっていない。 

 

 

 

(2) 結果のまとめ 

  前記(1)の評価の欄についてまとめたものが下表です。 

 

 

 

 

 

 

 

「◎目標を達成したもの」については、前年度と比較して、項目数は2増加し6となり、

割合は9.8%から14.6%に増加しました。「〇目標は達成していないものの現状値より好転・

維持しているもの」については、前年度と比較して、項目数は２減少し、25となり、割合

は61.0%になりました。「×現状値より悪化しているもの」については、前年度と比較し

評価 項目数 割合 

◎ 6 14.6% 

〇 25 61.0% 

× 8 19.5% 

- 2 4.9% 

合計 41 100.0% 
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て、項目数増減なし８となり、割合は19.5%でした。 

№9  「再資源化率」× → 〇 

№30 「高齢者・障がい者住宅バリアフリー改修費用助成の促進」 〇 → ◎ 

№36 「その他市内で行われる環境セミナーなどの参加者数」〇 → ◎ 

№41 「中間支援組織の立ち上げ」〇 → × 

全体の評価としては、◎、〇ともに増加していることから、好転している状況です。 
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第３ 持続可能な発展と生物多様性の保全 

 

１ 地球温暖化対策 

 

(1) 温暖化の状況 

 地球は、大気中にある熱を逃がしにくい二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスに包ま

れることにより、生物に適した一定の気温（約15℃）を

保っています。しかし、石炭や石油などの化石燃料の大

量消費や吸収源となる森林の管理放棄や減少などにより

大気中の温室効果ガスの濃度が上昇し、温室効果が必要

以上に高まっています。気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）は1.5℃特別報告書で「温暖化が現状のまま進む

と2030-50年の間に世界の平均気温が産業革命前より1.5

℃上昇し、自然災害や干ばつなどのリスクが大きくな

る」としています。 

 このまま気温が上昇すると、降雨状況の

変化及び海水温度の上昇、海面水位の上昇

など気象への影響、砂漠化、海水の酸性化

による海洋生物への影響、生物種の絶滅や

分布変化などの自然生態系の変化、あるい

は、生活環境への影響として、気温上昇に

よる作物の生産低下や品質低下、高潮や台

風などによる自然災害、感染症や熱中症の

増加による健康被害などが進むと考えられ

ます。 

 

(2) 宝塚市地球温暖化対策実行計画 

 地球温暖化問題は地球的規模の課題であり、国や世代を越えてすべての人々が解決に向

けて取り組まなければならないものです。市域における現状と地域特性に応じ、市民、事

業者及び市が一体となって市域から排出される温室効果ガスを削減するため、宝塚市地球

温暖化対策実行計画を策定しています。 

 

ア 温室効果ガス排出量の削減目標と達成状況 

項目 目標 目標年度 実績 

市域からの 

温室効果ガス排出量 

1990年（H2年）度比で 

40％削減 
2030（R12）年度 

1990（H2）年度比で 

8.7%減少 

〔2022（R4）年度確報値〕 

   ・算出のために用いた各種統計数値などの遡及修正により値を変更する場合があります。 

   ・実績は、実排出係数を使用しています。 
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イ 目標を達成するための取組（施策） 

(ｱ) 地球温暖化対策を推進するための基盤の構築 

 地球温暖化対策を生活や事業活動に根付いたものとするため、取組の裾野を広げる

活動を中心となって担う人材を育成するとともに、活動の交流の場づくりを行いま

す。また、それらの活動を推進する政策的な仕組みを構築します。 

a 地球温暖化対策を推進するための制度の構築 

・国内外に向けて気候非常事態を宣言（令和3年（2021年）12月） 

・ゼロカーボンシティを表明（令和3年（2021年）7月） 

b 環境にやさしいまちづくりに取り組む人づくり・交流の場づくり 

・たからづかECO講座（P23参照） 

・たからづか環境マイスター（P26参照） 

・緑のカーテン（P16参照） 

・環境パネル展（P24参照） 

 

(ｲ)  エコなライフスタイル・事業活動の実現 

省エネルギー型のライフスタイル、事業活動への転換に向け、啓発や教育の機会を

増やし、取組への理解の深化に努めます。市は率先して事務事業における省エネルギ

ー化・省資源化に取り組み、その内容やその効果等を公表することで、取組の普及を

促進します。 

a 生活、事業活動における省エネ行動の推進 

  ・省エネチャレンジたからづか 

   家庭における省エネルギーの取組をポイント化し商品券等に交換できるキャンペ

ーンで、令和5年度（2023年度）は300世帯の参加登録があり、225世帯から実施報

告がありました。取組期間6月～9月においてCO2を約32,334㎏削減出来ました。 

  ・市ホームページ「たからづかKIDS（キッズ）」の充実 

「たからづかKIDS（キッズ）」ページの中に「環境のページ」を設け、地球温

暖化、再生可能エネルギー、生物多様性・宝塚の自然、ごみ・リサイクルにつ

いての情報提供や小中学生の環境に関する取組などを紹介しました。 

 

「たからづかKIDS（キッズ）」ＵＲＬ 

http://www2.city.takarazuka.hyogo.jp/kids/index.html 

 

  

 

 

b 設備・機器や住宅・建物の省エネルギー化 

            ・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）導入支援助成金 

宝塚市再生可能エネルギー基金を活用し、市内にZEHを新築、若しくは購入、又

は既存住宅をZEHに改修した人に対して、 1件当たり20万円を6件交付しました。 
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・宝塚市地域脱炭素移行・再エネ推進助成金 

国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用し、住宅や事業所の脱炭素化を推

進するため、市民や事業者に対して、太陽光発電設備や省エネルギー設備等の導

入支援を行いました。高効率照明機器10件、高効率空調機器64件、高効率給湯器

（エコキュート）16件、コージェネレーション（エネファーム）19件を交付しま

した。 

 

c 環境学習・教育の推進 

・地球温暖化学習教材の作成 

  小学4年生向けに、「たからっ子エコライフノート」を配布しました。また、

たからっ子エコライフノートの活用動画とガイドブックを作成し、小学校での

授業の実践に繋げました。 

 ・啓発イベントの実施 

  令和5年（2023年）8月18日（金）「親子で挑戦！エコ・クッキング」 

  参加人数：5組 

  令和6年（2024年）3月30日（土）「たのしいソープねんど」 

 参加人数：8人 

 

d 市の率先的な対策の推進 

・環境マネジメントシステムの運用による省エネルギー・省資源の推進 

市の事務事業において地球温暖化対策を推進するため、ECOオフィスプランを

策定し、省エネルギー化、省資源化に取り組んでいます。 

令和5年度（2023年度）の状況は次のとおりです。 
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温室効果ガス排出量（CO2換算） 

                【単位：㎏-CO2】 

排出ｶﾞｽ 

原因項目 

A 基準値 

2013(H25) 

B 実績値 

2023(R5) 

割合 

B/[Bの合計] 

基準比 

B/A 

ガソリン 309,839 292,682 1.43% 94.5%

灯油 364,999 226,150 1.10% 62.0%

軽油 170,797 145,274 0.71% 85.1%

重油 3,523 0 0.00% 0.0%

液化石油ガス 

（LPG） 
43,449 39,340 0.19% 90.5%

都市ガス 6,034,460 5,489,614 26.79% 91.0%

電気 16,898,197 14,283,158 69.71% 84.5%

自動車走行 

[CH4､N2O分] 
13,404 12,085 0.06% 90.2%

合計 23,838,668 20,488,303 100.00% 85.9%

 

(ｳ)  地域環境の整備・向上 

移動によって排出される温室効果ガスを削減するために、自動車道路網や次世代

自動車のための交通環境を整備するとともに、エコドライブを推進します。さら

に、都市機能の集約化により、低炭素型の都市の形成を目指します。また、市街地

における緑化の推進、森林や農地の保全により、みどりあふれるまちづくりを推進

します。 

 a 次世代自動車の普及促進、エコドライブの推進 

電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車など、環境性能の高い次世

代自動車の利用を促進して、自動車利用による温室効果ガス排出量の削減を進めま

す。また、環境への負荷やコストが低く、安全運転にもつながるエコドライブを推

進します。 

令和5年度には電気自動車を公用車として1台導入し、職員への利用の呼びかけ

を行いました。 

b 環境負荷を低減する都市づくり 

都市機能の集約化、エネルギーの有効利用等、環境負荷を低減する都市づくりを

目指し、都市全体での地球温暖化対策を推進します。 
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 c 緑に恵まれた環境づくりの推進 

・市民参加型の緑地保全の支援 

 「北雲雀きずきの森」「中筋山手地区」「武庫山の森」や「中山台地区」など

で地域住民や環境保全活動団体が主体となって緑地の保全を行っています。 

・宅地等の緑化の推進 

市内の保育所等（14箇所）に緑のカーテンを設置しました。 

 

 

 

 

 

 

 

d 農地の保全・活用 

地産地消型の農業を振興するため、市内の小中学校を対象に「地産地消給食」と

して、西谷産の農産物を市内の小中学校で定期的に利活用しています。また、本市

の地場産業である花き・植木産業を振興するため、宝塚植木まつりと宝塚オープン

ガーデンフェスタを開催しました。 

 

(ｴ)  再生可能エネルギーの利用の推進 

市が公共施設へ率先して再生可能エネルギーを導入しながら、住宅や事業所への

導入を推進します。また、地域の資源を活用した再生可能エネルギーの導入を推進

します。 

 

a 住宅・事業所における再生可能エネルギーの導入推進 

    ・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）導入支援助成金 

再生可能エネルギーの導入推進を図る宝塚市再生可能エネルギー基金を活用し、

市内にZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）を新築、若しくは購入、又は既

存住宅をZEHに改修した方に対して、 1件当たり20万円を6件に交付しました。 

・宝塚市地域脱炭素移行・再エネ推進助成金 

国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用し、住宅や事業所の脱炭素化を推

進するため、市民や事業者に対して、太陽光発電設備や省エネルギー設備等の導入

支援を行いました。太陽光発電設備8件（市民7件、事業者1件）、ZEH12件を交付し

ました。 

 b 地域資源を活用した再生可能エネルギーの推進 

北摂里山地域循環共生圏構築を目指した西谷地区での木質バイオマス有効利用

事業については、エネルギー事業者は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構（NEDO）の補助を受けた実証事業として、実施しています。市で

は県と連携しながら、木質バイオマス事業に対する理解を広め、深めるととも

に、事業の展開を協働して検討します。 

c 太陽光発電・蓄電池設備の共同購入支援事業 



17 

 

  再生可能エネルギー導入による住宅の脱炭素化推進を目的に、阪神7市1町と神戸

市で協定を締結し、太陽光発電・蓄電池設備の共同購入支援事業を開始しました。

令和5年度（2023年度）は参加登録数199件のうち、太陽光パネル4件、太陽光パネ

ルと蓄電池設備が4件、蓄電池設備7件の導入となりました。 

d 公共施設への再生可能エネルギーの導入 

 

 

太陽光発電設備の導入状況（公共施設） 

№ 公共施設名 
出力 

(kW) 

設置 

年度 

 
№ 公共施設名 

出力 

(kW) 

設置 

年度 

1 宝塚市庁舎 30.00 H10 14 中央図書館 20.00 H22 

2 宝塚第一小学校 1.59 H14 15 御殿山中学校 19.00 H22 

3 安倉南身体障害者支援センター 2.88 H14 16 山手台中学校 19.00 H22 

4 ウエル西山（地域利用施設） 3.00 H14 17 上下水道局小浜浄水場 5.40 H22 

5 亀井第三住宅 10.00 H15 18 宝塚第一中学校 19.00 H23 

6 仁川小学校 3.00 H16 19 山手台小学校 19.00 H24 

7 末広中央公園 19.80 H16 20 長尾幼稚園   10.00 H25 

8 西谷ふれあい夢プラザ 0.31 H17 21 高松会館（地域利用施設） 10.32 H26 

9 宝塚市庁舎（駐車場） 0.08 H19 22 西谷小学校 15.00 H27 

10 長尾小学校 1.44 H18 23 安倉北小学校 20.00 H29 

11 川面保育所 4.00 H22 24 中央公民館 20.00 H30 

12 めふ保育所 4.00 H22 25 長尾中学校 15.40 H30 

13 安倉中保育所 4.00 H22 26 宝塚市第二庁舎 17.00 R4 

  

(ｵ)  環境への負荷を低減する循環型社会の形成 

ごみの焼却や最終処分における温室効果ガスの発生を抑制するために、「宝塚市

一般廃棄物処理基本計画」に基づき、ごみの減量化、資源化、適正処理を推進する

とともに廃棄物発電を実施します。 

a ごみの減量化・資源化の推進 

温室効果ガスの発生を抑制するために、プラスチックごみをはじめとして、ごみ

を燃やす量を減らすことが重要であり、3R（リデュース・リユース・リサイクル）

の推進、分別の徹底や集団回収の推奨、食品ロスの削減により、ごみの減量化を推

進しています。 

・燃やすごみ減量のための生ごみの水切り 

  燃やすごみに含まれる水分を減らすため台所から出る生ごみの水切りを実施す

るよう市民に啓発することにより、ごみの減量化や資源化を推進し、ごみ焼却

量を減らしています。 

ごみ焼却量は平成25年度（2013年度）の55,308ｔから令和5年度（2023年度）は

49,413ｔへ10.7%減少しました。 

b ごみの適正処理の推進 
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  排出されたごみを適正に処理し、衛生的な生活環境の保全に努めています。 

・適正処理の推進による資源化率の向上 

   植木ごみのリサイクル、小型家電リサイクルやガラス容器リサイクル化により資

源化率は令和5年度では30.6％でした。 

 c 廃棄物発電等の推進 

新ごみ処理施設建設においても、廃棄物発電設備を設置し、再生可能エネルギー

の利用を検討しています。 

 

(3) 課題 

 宝塚市は、家庭部門から排出される温室効果ガスの割合が国や兵庫県の排出割合より高

く、大都市近郊の住宅都市の特徴を示しています。 

 市域の温室効果ガス排出量は令和4年度（2022年度）61万2千ｔ-CO2で、その主な内訳は、

家庭部門約24万5千ｔ-CO2（40％）、業務部門約14万3千ｔ-CO2（23.4％）、運輸部門約14万5

千ｔ-CO2（23.7％）、産業部門約5万3千ｔ-CO2（8.7％）、廃棄物1万8千ｔ-CO2（3.0％）、そ

の他8千ｔ-CO2（1.3％）となっています。 

 このような状況から、地球温暖化対策として市民への啓発を行うだけでなく、商工会議所

などとの連携による事業者への啓発、公共交通機関の利用や次世代自動車の普及促進、再生

可能エネルギー利用の呼びかけなどを行う必要があります。北部（西谷）地域の自然環境や

里山保全、南部地域の「まち山」保全等、温室効果ガス排出抑制にも効果がある緑化の推進

や保全に取り組んでいくことも必要です。 

 これまでの講演会や学習会等の参加者からは、温暖化対策に関して熱心な姿勢や意見が示

されていますが、今後は関心を持っていない人たちへのアプローチが重要です。今まで以上

に啓発方法を工夫して、市民や事業者に対して、ごみの減量や分別、資源化を含め、今後、

さらに地球温暖化に対する関心を高め、それらの啓発を主体的な行動の実践につなげていく

ことが必要不可欠です。 

 今後も、宝塚市地球温暖化対策実行計画で掲げる５つの対策の柱につき効果的に取り組ん

でいく必要があります。 
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２ 生物多様性 

 

(1) 現状 

 本市の南部市街地の周辺緑地や北部地域の里地里山など自然豊かな環境は、多様な生物

が生息する場を提供し、私たちはその恩恵を受けてきました。しかし、現状は、①開発行

為、②農林業の人手不足による放置林や耕作放棄田の増加、③地球温暖化の進行、④外来

生物による種のかく乱などにより、希少種の絶滅や多様な生態系の滅失が危惧されていま

す。 

 特定外来生物であるアライグマやヌートリアは、北部地域だけでなく、南部市街地にも

出現するようになり、報道等でも特定外来生物について取り上げられる機会が増えました

が、平成27年（2015年）1月の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

の規制に係る運用（植物の運搬及び保管）についての制限が緩和されたことから、オオキ

ンケイギクなどの特定外来生物の駆除の取組を逆瀬川や武庫川で市、環境保全活動団体及

び市民の協働で行っています。 

 ニホンジカの分布域が県南部にまで拡大しており、本市北部では農業被害が発生してい

ます。多くの頭数が定着すると下層植生を徹底的に食べ尽くすため、森林の再生はきわめ

て困難になると言われています。 

 ニホンジカの市内での捕獲実績は、令和元年度には38頭でしたが令和5年度では111頭と

なるなど、年々増加している状況です。 

 このようなニホンジカを含む有害鳥獣からの農作物被害防止のため、市ではワイヤーメ

ッシュ柵の設置を進めています。 

 

(2) 生物多様性たからづか戦略の見直し 

 生物多様性の保全は、市民、事業者及び市がそれぞれ日頃の活動の中で生物多様性への

理解を深め、互いに連携・協働して、それぞれの役割を担っていくことが重要であるとの

認識のもと、市民が取り組む内容を明らかにするとともに、生物多様性を支える人づくり

や仕組みづくりに重点を置くため、平成24年（2012年）3月に生物多様性たからづか戦略を

策定しました。 

 本戦略の目標年次は、生物多様性の保全、育成及び再生については、生物や生態系が時

間をかけて変化するという特性に鑑み、令和32年度（2050年度）としていますが、行動計

画については策定から概ね5か年としていたため、平成28年度（2016年度）に「5.戦略の行

動計画」及び「6.戦略の効果的推進」の見直しを行いました。 

 本戦略を効果的に推進するため、従前の計画で設定した数値目標のうち12の項目を達成

し、見直しにより新たな項目で数値目標を掲げ、引き続き進行管理に努めています。 

 

(3) 生物・生態系調査 

 宝塚市生態系レッドデータブック2012に掲載している生物多様性上重要な生態系スポッ

トの情報更新のため、平成30年度（2019年度）から環境保全活動団体に委託して生物・生

態系調査を実施しています。 

 調査対象となる生態系スポット約130箇所のうち、平成30年度（2018年度）は12箇所、令

和元年度（2019年度）は23箇所、令和3年度（2021年度）は24箇所、令和4年度（2022年
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度）は13箇所、令和5年度（2023年度）は25箇所計97箇所の調査を行いました。 

なお、令和2年度（2020年度）は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を実施しま

せんでした。 

 

(4) 生物多様性シンボル生物 

 生物多様性の保全の重要性を啓発するため、平成25年（2013年）3月生物多様性シンボル

生物を選定しました。武庫川の河川生態系を代表する植物のひとつである「ツメレンゲ」

と、京阪神間では急速に数が減っていますが、本市には逆瀬川や仁川を中心に多く生息す

る日本で最も美しい赤とんぼと言われる「ミヤマアカネ」の2種類を選定しました。なお、

兵庫県レッドデータでは「ツメレンゲ」はCランク※に、「ミヤマアカネ」は要注目種※に位

置付けられています。 

 

※Cランク…環境省レッドデータブックの「準絶滅危惧種」に相当。兵庫県内において存在基盤が脆弱な種 

※要注目種…最近減少が著しい種、優れた自然環境の指標となる種などの貴重種に準ずる種 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これら2種のうち「ツメレンゲ」をモチーフにした生物多様性シンボルキ

ャラクターを作成しました。 

 このキャラクターの名前を全国から募集し、その中から「ツメレット」と

いう愛称に決定しました。「国連生物多様性の10年日本委員会」の生物多様

性キャラクター応援団にも登録されており、このキャラクターを通じて生物

多様性保全の重要性について知っていただきたいと考えています。 

 

ツメレンゲ 

ツメレット 

ミヤマアカネ 
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(5) 宝塚市生物多様性配慮ガイドブック 

 平成23年度（2011年度）に策定した生物多様性たからづか戦

略をもとに、市民、事業者及び市が連携・協力して、生物多様

性の推進を図るために配慮すべき指針をとりまとめたガイドブ

ックを作成しました。平成28年度（2016年度）には、生物多様

性たからづか戦略行動計画の改訂に伴い、内容を更新しまし

た。 

 宝塚市動植物レッドリストに選定した希少生物を保護してい

くとともに、宝塚市動植物ブラックリストに取り上げた外来生

物に加えて、人や自然にとって脅威となる在来生物も含めて管

理対象としています。 

 対象とする希少生物のうち比較的身近に見ることのできる生

物として、カワラサイコ、カザグルマ、サギソウ、ツメレン

ゲ、ハッチョウトンボ、セトウチサンショウウオなど12種と

し、管理対象とする中で特に注意するものとして、ニホンジ

カ、アライグマ、ヌートリア、オオクチバス、オオキンケイギク、ミズヒマワリなど12種

をあげています。 

 市民・活動団体が配慮すべき指針としては、里山や身近な自然の保全活動に参加し、積

極的に自然と触れ合うこと、ペットは責任を持って飼育すること、外来生物を野外に逃が

さないよう管理を行うことなどを示しました。また、事業者が配慮すべき指針として、開

発や工事に関して希少生物の保全対策を講じることや積極的にまちに緑を増やすこと、積

極的に情報収集や発信を行うことなどを示しています。 

 市が配慮すべき指針としては、生態系の保全・再生を推進し、ネットワークの形成促進

を図り、野生生物の情報収集を推進し、管理対象生物の保護管理を行うなどとしていま

す。その他、普及啓発や学習・教育の推進を図り、他自治体との連携を進め、関係活動団

体への支援を行います。 

 事業者としての市では、生態系に配慮して、影響を低減する措置や代償措置に取り組む

こととしています。 

 

(6) 丸山湿原群 

ア  活動組織 

地域住民を主体とした協働ボランティア組織「丸山湿原群保全の会」が保全活動をし

ています。また、地元住民組織を主体として学識経験者や行政等で組織する「宝塚西谷

地区湿原群研究協議会」が中心となって「丸山湿原エコミュージアム構想」を平成19年3

月に策定し、この構想の実現を図るため、平成20年（2008年）8月には保全活動団体など

地元住民組織を中心とする「丸山湿原エコミュージアム推進協議会」が設立されまし

た。 
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イ 保全活動 

丸山湿原群の保全活動は、丸山湿原群保全の会によって、盗掘や踏み込み防止のため

の柵の設置やパトロール、啓発看板の設置の他、湿原

内における植生を観察し、復元状況を見るモニタリン

グ調査が実施されてきました。 

令和5年度（2023年度）も継続して湿原の植生管理や

里山の整備、両生類のモニタリング調査などのセミナ

ーを実施しています。 

 

ウ 県天然記念物指定と環境省重要湿地500への選定 

前記イのような取組によって生物多様性の保全・再生が図られたことから、丸山湿原

群は、平成27年（2015年度）3月に兵庫県の天然記念物に指定され、平成28年（2016年）

4月には、規模が大きく多種多様な湿原性植物の生育地であり、貴重な動植物の生息・生

育地であることから、環境省「日本の重要湿地500」に選ばれました。 

 

(7) 里地・里山 

 平成27年（2015年）12月に環境省が指定する「生物多様性保全上重要な里地・里山500箇

所」に、西谷地区と中山台のまち山とが選定されました。 

 選定理由として、西谷地区については、湿原、ため池、棚田、里山林などモザイク状の

土地利用形態が広がっており、多様な動植物の生息空間が成立していることや、ムササ

ビ、カワセミ、セトウチサンショウウオなど里地里山に特徴的な種が多く生息しているほ

か、特に、湧水湿原の貧栄養湿地群を形成している丸山湿原群や松尾湿原は、県や市の天

然記念物に指定されており、サギソウ、トキソウやハッチョウトンボなど絶滅危惧種を含

む貴重な生物種が生息・生育していることが挙げられています。 

 また、中山台のまち山は、20年以上にわたり、ヤシャブシの伐採や市街地周辺の緑の再

生・管理が行われ、市街地近郊にありながら手入れの行き届いた残存林として良好な林地

環境を維持しており、里地里山に特徴的な種の生育が確認されていることが挙げられてい

ます。 

 

３ 普及啓発活動 

 今日の都市・生活型公害や地球環境問題に対処していくためには、市民一人ひとりが環境問

題について理解を深め、環境保全を進めていかなければなりません。また、市民、事業者、行

政が協働してこれまでの日常生活や事業活動を見直し、環境への負荷が少ないものへ変革して

いくことが求められています。 

 そのためには、私たち一人ひとりが環境問題についての正しい知識を身につけ、それを行動

に結びつけていくことが大切です。 

 本市では環境学習の機会の充実や啓発活動の実施を通じて、環境保全活動の促進を図るとと

もに、次世代の環境保全を担う人材の育成に取り組んでいます。 
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(1) 環境学習・啓発事業 

  

ア 生物多様性セミナー 特定外来生物（オオキンケイギク）駆除体験 

  日時：令和5年（2023年）5月28日（日）午前10時～午後0時 

  場所：逆瀬川 

  内容：特定外来生物の駆除 

  参加人数：41人 

イ ホタル観賞の夕べ（宝塚ゴルフ倶楽部との共催事業） 

水辺環境保全への理解を深めるため、実施しています。 

  日時：令和5年（2023年）6月6日（火）、7日（水）午後7時30分～午後9時 

  場所：宝塚ゴルフ倶楽部 

  内容：ホタルの生態に関する講演、ホタルの観賞 

  参加人数：2,641人 

ウ 水辺の生き物探検（宝塚市自然保護協会との共催事業） 

日時：令和5年（2023年）7月22日（土）、8月5日（日）午前10時～12時 

場所：宝塚市逆瀬川 西山橋付近 

内容：逆瀬川で水中の生き物を探し、採集された指標生物をもとに水質判定、自由研

究の仕方などのアドバイスを行いました。 

参加人数：86人  

エ 西谷のむし観察会（宝塚市自然保護協会との共催事業） 

日時：令和5年（2023年）9月23日（土）午前9時30分～12時30分 

場所：宝塚自然の家 

内容：公園内で昆虫の採集・観察を行い、講師から講評を受け、質疑応答を行いまし

た。 

参加人数： 61人 

      

(2) 環境学習活動の支援 

 市内環境保全活動団体、事業者など25の団体で構成する「環境都市宝塚推進市民会議」

が主体となり、たからづかECO講座、たからづか市民環境フォーラム及び環境パネル展を実

施しました。 

 

ア たからづかECO講座（市との共催事業） 

生物多様性や地球温暖化などの問題を分かりやすく解説し、環境保全活動を進めるリ

ーダーを養成するため、講座を開講しました。 

日時： 令和5年（2023年）7月8日（土）～令和6年（2024年）1月13日（土） 7講座 

場所： 市立中央公民館ほか 
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内容： 

 

 

 

 

 

 

参加人数：延べ80人参加 

 

イ たからづか市民環境フォーラム2023 

環境に対し問題意識を持ち、一人ひとりが率先して行動してもらうこと、また、市内

の企業やNPO、市民ボランティアなど環境活動を行う団体の連携を促進することを目的と

して、開催しました。 

日時：令和5年（2023年）12月2日(土)  

場所：市立中央公民館ホール    

内容：①宝塚市環境啓発ポスター表彰式 

   ②環境衛生実践功労者・団体表彰式 

 ③学生による研究発表 

    ・宝塚北高等学校生物部 

④活動団体による環境保全活動発表  

       ・櫻守の会 

   ⑤講演「宝塚を生きもののにぎわうまちに」 

     講師：遠藤 知二 氏（神戸女学院大学名誉教授） 

   

参加人数：100人 

 

ウ 環境パネル展 

環境ボランティア団体や市内事業者の環境保全活動・啓発を紹介するパネル展を実施

しました。 

日時：①令和5年（2023年）8月16日（水）～8月25日（金） 

②令和6年（2024年）3月21日（木）～3月28日（木） 

場所：①イズミヤショッピングセンター小林 

②アピア１ふれあい広場 

エ 自然観察用具、機器の貸出 

自然観察学習用の必要な機器（双眼鏡及びフィールドスコープ）を5件貸し出しまし

た。 

 

 

 

① 宝塚の生物多様性と外来種問題                       

② 民間企業の環境への取り組み 

③ 商品ロスについて 

④ 地球温暖化について 

⑤ きずきの森について 

⑥ たからづか市民環境フォーラム 

⑦ 市内活動団体のご紹介 
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(3) 自然環境保全活動 

 本市は六甲山系や長尾山系、南部市街地の中央を武庫川が流れる自然豊かな環境にあっ

たことから、市内各所において市民や環境団体等によって様々な活動が従来から積極的に

行われています。 

 

ア 宝塚市自然保護協会 

市民が自然に対する関心を持ち、重要性を理解するよう意識

啓発を行うため、多様な生物の観察会を開催するとともに、市

内の小学校が実施する自然観察や環境体験学習も支援していま

す。草木が侵入し、富栄養化していた松尾湿原を他団体に呼び

かけて指導、連携して再生を図るとともに、その後も活動を継

続しています。 

 

イ 宝塚エコネット 

本市が主催する環境リーダー入門講座（現ECO講座）の受講

生有志で結成され、松尾湿原の再生の一翼を担い、その後、継

続して保全活動や観察会などを実施しています。 

また、南部市街地にあるゲンジボタル飼育施設の運営も行

い、近隣小学校の児童と一緒に、幼虫の放流会を行い、ホタル

が飛翔する時期には、観察会を開催するなど、環境学習の場としても活用しています。 

 

ウ 丸山湿原群保全の会 

湿原が所在する地域の会員で主に構成しており、サギの飛翔

する姿に似た花が咲くサギソウなどの貴重な植物が生息する湿

原の調査、保全、管理を行っています。また、丸山湿原エコミ

ュージアム推進協議会の実働団体として、セミナーなどを開催

し、環境学習の場を提供しています。 

 

エ 櫻守の会 

水上勉の小説「櫻守」の舞台となった桜の園（亦
えき

楽
らく

山荘
さんそう

）に 

おいて、永年にわたり、樹木の伐採や遊歩道の整備などの保全、

管理活動を行い、春の桜や秋の紅葉の時期には、市民だけでは 

なく多くのハイカーが訪れる名所となっています。 

また、南部市街地に隣接するまち山、里山も定期的に整備し、

市民の憩いの場を提供しています。 
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オ 北雲雀きずきの森きずな会 

外来植物であり、繁殖力が強く特定の植物しか育たなくな

るハリエンジュ（ニセアカシア）の駆除を北雲雀きずきの森

で行うとともに、歩道整備、観察会を行い、市民の散策や学

習の場となっています。 

 

(4) たからづか環境マイスター 

 学校や地域の環境学習・教育のリーダーや講師として貢献できる人材育成を目的に「宝  

塚環境マイスター」制度を設け、現在6名の方を認定しています。 

 

４ 進捗状況 

 

(1) 達成状況 

 生物多様性たからづか戦略（平成28年度改訂版）の進捗状況を客観的に把握、評価する 

ために設定した目標の達成状況は以下のとおりです。 

 

評価（現状値（H28改訂時）と比較） 

「◎」目標を達成したもの 

「〇」目標は達成していないものの、現状値より好転しているもの 

「△」変化なし 

「×」現状値より悪化又は未実施 

 

※ 現状値は計画策定時における取得可能な値 

※ （ ）内に対象年度の記載がないものは表頭のとおり 

※ 目標値及び実績値の単位は現状値に同じ 

※ 項目番号に〇のあるものは、環境基本計画にもある項目 

 

■郷土の生物多様性を保全・再生する 

項

目 

番

号 

項目 

現状値 

（H28 改訂時） 

目標値及び 

その期限 

実績値 

(R4) （R5） 

年度 内容 年度 内容  内容 内容 評価 

1 
生態系レッドデータブッ

クの改訂 

H28 

（2016） 
未実施 

R8 

（2026） 
実施 取組中 取組中 △ 

○2  環境保全活動参加人数 
H26 

（2014） 
535 人 

R7 

（2025） 
590 444 433 × 

○3  

公園アドプト制度により

市民団体などが管理する

公園 

H26 

（2014） 
43 ヵ所 

R7 

（2025） 
54 65 65 ◎ 
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項

目 

番

号 

項目 

現状値 

（H28 改訂時） 

目標値及び 

その期限 

実績値 

(R4) （R5） 

年度 内容 年度 内容 内容 内容 評価 

4 
開発構想届による環境配

慮検討報告書の改定 

H28 

（2016） 
未実施 

H30 

（2018） 
実施 実施 実施 ◎ 

○5  地域緑化モデル団体数 
H27 

（2015） 

110 

団体 

R7 

（2025） 
120 

 
117 119 ○ 

○6  まち山保全活動活動人数 
H26 

（2014） 
192 人 

R7 

（2025） 
270 172 176 × 

○7  
温室効果ガス排出量の抑

制 

H26 

（2014） 

79.3 万 t-

CO2 

R2 

（2020） 
52.3 

57.0 

(R3 確報値) 

61.2 

(R4 確報値) 
〇 

○8  
都市公園の目標水準（市

民一人あたり面積） 

H28 

（2016） 

4.0m2 

/人 

R7 

（2025） 
7.0 5.27 5.71 ○ 

○9  生け垣など緑地延長 
H28 

（2016） 
92m 

R7 

（2025） 
101 16.0 30.0 × 

○10  
都市景観形成地域の指定

数 

H28 

（2016） 
21 件 

R8 

（2026） 
30 21 21 △ 

11 
 

外来生物に係る苦情相談

件数（アライグマ） 

H27 

（2015） 
126 件 

R8 

（2026） 
低減 108 200 

△ 
 外来生物に係る苦情相談

件数（ヌートリア） 

H27 

（2015） 
2 件 

R8 

（2026） 
低減 7 1 

12 
特定外来生物等の駆除活

動参加者数 

H28 

（2016） 
209 人 

R8 

（2026） 
250 95 41 × 

 

■生物多様性の恩恵を持続的に利用する 

項目 

番号 
項目 

現状値 

（H28 改訂時） 

目標値及び 

その期限 

実績値 

(R4) 

実績値 

（R5） 

年度 内容 年度 内容 内容 内容 評価 

○13  市民農園利用者数 
H28 

（2016） 
565 人 

R2 

（2020） 
600 542 587 〇 

14 宝塚植木まつりの開催 
H28 

（2016） 
2 回/年 

R8 

（2026） 
維持 2 2 ◎ 

15 新規就農者数 
H28 

（2016） 

1～3 人 

/年 

R2 

（2020） 
2 5 9 ◎ 

16 認定農業者数 
H28 

（2016） 

累計 

20 人 

R2 

（2020） 
25 15 16 × 
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■生物多様性を学び・守り育てる社会づくり 

項目 

番号 
項目 

現状値 

(H28 改訂時) 

目標値及び 

その期限 

実績値 

(R4) 

実績値 

（R5） 

年度 内容 年度 内容 内容 内容 評価 

17 
市民講座への生物多様性

講座の導入 

H27 

（2015） 

延べ 

18 回 

R8 

（2026） 
27 36 39 ◎ 

○18  

たからづか環境マイスタ

ーをリーダーとした学習

プログラムの立ち上げ 

H28 

（2016） 
未実施 

R8 

（2026） 
実施 未実施 未実施 × 

○19  
たからづか ECO 講座の受

講者数 

H26 

（2014） 

延べ 

303 人 

R7 

（2025） 
553 463 482 ○ 

○20  
たからづか環境マイスタ

ーの登録者数 

H28 

（2016） 
未登録 

R7 

（2025） 
55 6 6 ○ 

○21  環境フォーラム参加者数 
H26 

（2014） 

延べ 

3,911 人 

R7 

（2025） 
4,370 5,145 5,245 ◎ 

     

 

(2) 結果のまとめ 

 前記(1)の評価の欄についてまとめたものが下表です。 

 

 

 

 

 

 

 

「◎目標を達成したもの」については、前年度と比較して、項目数割合とも変化なしで

す。「○目標は達成していないものの、現状値より好転しているもの」については、前年

度と比較して、項目数は、１増加し、割合は、23.8％から 28.6％に増加しました。「△変

化なし」については、前年度と比較して、項目数は増減なし、割合は変化なしです。「×

現状値より悪化又は未実施」については、前年度と比較して、項目数は１減少し６とな

り、割合は 33.3％から 28.6％に減少しました。 

項目で変化のあったものは、 

№13「市民農園利用者数」× → 〇です。 

全体の評価としては、◎と△が変化なし、〇が１増し、×が１減となっていることか

ら、大きな変化はない状況です。 

 

 

 

 

評価 項目数 割合 

◎ 6 28.6% 

○ 6 28.6% 

△ 3 14.2% 

× 6 28.6% 

合計 21 100.0% 
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第４ 健康に暮らせるための環境保全の現状及び対策 

 

１ 大気汚染 

 空気は、私たちが生活していく上でなくてはならないも

のです。そのため、その空気が汚染されると私たちの生活

にさまざまな影響を及ぼすこととなります。人間の活動に

より発生する車の排気ガスや工場の煙等に含まれる化学物

質によって空気が汚染されることを大気汚染といいます。 

 空気を汚染する化学物質（汚染物質）の代表的なものと

して二酸化硫黄、二酸化窒素、光化学オキシダント、浮遊

粒子状物質、一酸化炭素、微小粒子状物質（PM2.5）があり、それぞれに環境基準が定められ

ています。 

 本市の大気環境を観測する測定局には、高司中学校局（高司2丁目）、栄町測定局（栄町1丁

目）、西谷局（大原野）があります。高司中学校局及び栄町測定局では兵庫県が大気汚染の常

時監視を行い、西谷局では本市が観測を行っています。 

 

(1) 環境基準 

 環境基本法に基づき、人の健康を保護するうえで維持することが望ましい基準として、

大気汚染に係る環境基準が、国の告示により表1のとおり定められています。また、二酸化

硫黄、浮遊粒子状物質、一酸化炭素については、環境基準による大気汚染の評価方法とし

て、1時間又は1日間で短期的に評価する短期的評価、1年間で長期的に評価する長期的評価

が定められています。 

 

【表1】大気汚染に係る環境基準 

物質 基準値 

二酸化硫黄(SO2) 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり､かつ､1時間値が0.1ppm以

下であること（昭和48年（1973年）5月16日告示） 

二酸化窒素(NO2) 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ

以下であること（昭和53年（1978年）7月11日告示） 

光化学オキシダント(Ox) 1時間値が0.06ppm以下であること（昭和48年（1973年）5月8日告

示） 

浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり､かつ､1時間値が

0.20mg/m3以下であること（昭和48年（1973年）5月8日告示） 

一酸化炭素(CO) 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり､かつ､1時間値の8時間平均

値が20ppm以下であること（昭和48年（1973年）5月8日告示） 

微小粒子状物質(PM2.5) 1年平均値が15µg/m3以下であり､かつ､1日平均値が35µg/m3以下であ

ること（平成21年（2009年）9月9日告示） 
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(2) 測定局 

 本市には、一般環境大気測定局、自動車排出ガス測定局及び気象測定局の3種類の測定局

が、それぞれ図1に示す地点にあります。 

 一般環境大気測定局は、大気に係る環境基準の適合状況の把握、大気汚染対策の効果の

確認等の地域全体の汚染状況を把握することを目的としており、環境大気の汚染状況を常

時監視（24時間測定）する測定局です。 

 自動車排出ガス測定局は、交通量の多い道路等の局所的な高濃度汚染が出現しやすい地

域での緊急時の措置に対処することを目的としており、自動車排出ガスによる大気の汚染

状況を常時監視する測定局です。 

 気象測定局は風向・風速や降雨量等の気象全般を観測する測定局です。 
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【図1】測定局位置図 
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(3) 汚染物質の現況 

ア 二酸化硫黄（SO2） 

二酸化硫黄は、主として化石燃料中の硫黄分が燃焼する過程で生成される大気汚染物

質です。昭和40年代は多量の硫黄酸化物が大気中に排出されていましたが、燃料の低硫

黄化、排気ガスに含まれる硫黄酸化物を除去する排煙脱硫装置の設置等により汚染状況

は大幅に改善されています。 

二酸化硫黄濃度の1年平均値は、高司中学校局では0.001ppmでした。 

 

【表2】二酸化硫黄の測定結果及び評価 

 

 

 

 

 

《環境基準》 

 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であるこ

と。 

《評価方法》 

 短期的評価：1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以

下であること｡ 

 長期的評価：年間の1日平均値のうち、高い方から数えて2%の範囲にあるものを除外

した後の最大値(2%除外値)が0.04ppm以下であり、かつ、年間を通じて

1日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続しないこと｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図2】二酸化硫黄の1年平均値の推移 

 

※栄町測定局は平成20年（2008年）３月末で測定終了 

1日平均値の

最大値

（ppm）

1時間値の

最大値

（ppm）

1日平均値の

2％除外値

（ppm）

2日以上連続して

1日平均値が0.04ppmを

超過したことの有無

短期的

評価

長期的

評価

高司中学校局 0.001 0.003 0.009 0.002 無 〇 〇

短期的評価 長期的評価

1年平均値

（ppm）

環境基準の達成状況
達成：〇　非達成：×

測定局
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イ 二酸化窒素（NO2） 

二酸化窒素は、燃料の燃焼等により窒素と酸素が結合して発生します。主な発生源と

しては工場・事業場、ビルや家庭の暖房等ですが、都市部では自動車からの排出が大き

な割合を占めています。二酸化窒素は人の健康への影響だけでなく、光化学オキシダン

トや酸性雨の原因物質の一つとされています。 

二酸化窒素濃度の1年平均値は、高司中学校局では0.008ppmであり、栄町測定局では、

0.016ppmでした。 

 

【表3】二酸化窒素の測定結果及び評価 

 

 

 

 

 

《環境基準》 

 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること｡ 

《評価方法》 

 年間の1日平均値のうち、低い方から数えて98%目に当たる値(98%値)が0.06ppm以下

であること｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図3】二酸化窒素の1年平均値の推移 

※長尾測定局は平成25年9月以降休止中 

高司中学校局 0.008 0 0 0.023 〇

栄町測定局 0.016 0 0 0.031 〇

測定局
1年平均値

（ppm）

1日平均値が

0.06ppmを

超えた日数

（日）

1日平均値が

0.04以上0.06ppm

以下の日数

（日）

1日平均値の

年間98％値

（ppm）

環境基準の

達成状況

達成：〇

非達成：×
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ウ 光化学オキシダント（Ox） 

光化学オキシダントとは、大気中の窒素酸化物や炭化水素等が太陽光線中の紫外線に

より光化学反応を起こし生成されたものです。オキシダント濃度が上昇すると眼やのど

に痛みを感じる、呼吸が苦しいといった健康被害が生じる場合があります（(5)に関連項

目を記載しています。）。 

光化学オキシダントの昼間の1時間値の1年平均値は、高司中学校局では0.034ppmでし

た。 

 

【表4】光化学オキシダントの評価 

 

 

 

 

 

《環境基準》 

 1時間値が0.06ppm以下であること｡ 

《評価方法》 

 1時間値が0.06ppm以下であること｡ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図4】光化学オキシダントの1年平均値の推移 

 

※長尾局は平成25年（2013年）9月に廃止 

測定局

昼間の1時間値の

1年平均値

（ppm）

昼間の1時間値の

最大値

（ppm）

昼間の1時間値が

0.06ppmを超えた日数

（日）

昼間の1時間値が

0.06ppmを超えた時間数

（時間）

環境基準の

達成状況

達成：〇

非達成：×

高司中学校局 0.034 0.110 58 256 ×

※昼間とは午前５時から午後８時までの時間帯を指します。
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エ 浮遊粒子状物質（SPM） 

浮遊粒子状物質とは、物の燃焼に伴って発生するばいじんや自動車の走行に伴って飛

散する粉じん等、大気中に浮遊する粒径10µm以下の粒子状物質をいいます。これらの粒

子は、気管から肺に侵入・沈着し、呼吸器疾患の原因となる可能性がある等、呼吸器に

影響を及ぼすことが知られています。 

浮遊粒子状物質の1年平均値は、高司中学校局では0.013mg/m3、栄町測定局では、

0.015mg/m3でした。 

 

【表5】浮遊粒子状物質の評価 

 

 

 

 

 

 

《環境基準》 

  1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であ

ること｡ 

《評価方法》 

 短期的評価：1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が

0.20mg/m3以下であること｡ 

 長期的評価：年間の1日平均値のうち、高い方から数えて2%の範囲にあるものを除外

した後の最高値(2%除外値)が0.10mg/m3以下であり、かつ、年間を通じ

て1日平均値が0.10mg/m3を超える日が2日以上連続しないこと｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図5】浮遊粒子状物質の1年平均値の推移 

 

1日平均値の

最大値

（mg/m
3
）

１時間値の

最大値

（mg/m
3
）

1日平均値の

2％除外値

（mg/m
3
）

2日以上連続して

1日平均値が0.10mg/m
3
を

超過したことの有無

短期的

評価

長期的

評価

高司中学校局 0.013 0.055 0.098 0.030 無 〇 〇

栄町測定局 0.015 0.054 0.100 0.034 無 〇 〇

測定局
1年平均値

（mg/m
3
）

短期的評価 長期的評価
環境基準の達成状況

達成：〇　非達成：×
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オ 一酸化炭素（CO） 

一酸化炭素は、燃料等の不完全燃焼に伴って発生するもので、主要な発生源は自動車

排気ガスであるといわれています。血液中のヘモグロビンと結びつき、酸素を運搬する

機能を阻害するため、頭痛、吐き気等の中毒症状をおこします。 

一酸化炭素の1時間値の1年平均値は、栄町局では0.3ppmでした。 

 

【表6】一酸化炭素の評価 

 

 

 

 

 

※1時間値の最大値が20ppm以下であることから、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であることは明らかであるため「○（達

成）」とする。 

《環境基準》 

 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以

下であること。なお、8時間平均値とは、1日を3つの時間帯（0時～8時、8時～16

時、16時～24時）に区分した場合のそれぞれの平均値をいう。 

《評価方法》 

短期的評価：1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値

が20ppm以下であること｡ 

長期的評価：年間の1日平均値のうち、高い方から数えて2%の範囲にあるものを除外

した後の最高値(2%除外値)が10ppm以下であり、かつ、年間を通じて1

日平均値が10ppmを超える日が2日以上連続しないこと｡ 

 

 

   

 

【図6】一酸化炭素の1年平均値の推移 

※令和元年度の値は、測定機器の故障により、必要となる測定時間が 

 足りず、年平均値を算出できなかったため、表記せず 

1日平均値の

最大値

（ppm）

1時間値の

最大値

（ppm）

1日平均値の

2％除外値

（ppm）

2日以上連続して

1日平均値が10ppmを

超過したことの有無

短期的

評価

長期的

評価

栄町測定局 0.3 0.6 0.9 0.5 無 〇 〇

測定局
1年平均値

（ppm）

短期的評価 長期的評価
環境基準の達成状況

達成：〇　非達成：×
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カ 微小粒子状物質（PM2.5） 

PM2.5とは、浮遊粒子状物質のうち粒径2.5µm以下の特に小さな粒子状物質のことで

す。PM2.5は非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系及び循環器系疾患

や肺がん等への影響が懸念されています。 

PM2.5の1年平均値は、高司中学校局では8.9µg/m3、栄町測定局では、9.1µg/m3でし

た。 

 

【表7】微小粒子状物質（PM2.5）の評価 

 

 

 

 

《環境基準》 

 1年平均値が15µg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35µg/m3以下であること。 

《評価方法》 

1年平均値が15µg/m3以下（長期基準）であり、かつ、年間の1日平均値のうち、低い

方から数えて98%目に当たる値（98%値）が35µg/m3以下（短期基準）であること。 

 

 

   

 

 

【図7】微小粒子状物質（PM2.5）の1年平均値の推移 

測定局
1年平均値

（µg/m
3
）

1日平均値の98％値

（µg/m
3
）

環境基準の達成状況
達成：〇　非達成：×

高司中学校局 8.9 20.3 〇

栄町測定局 9.1 20.3 〇
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(4) 気象の現況 

ア 風向、風速 

     

 高司中学校局における平均風速は2.7m/s、

最多風向は北北西でした。 

 栄町測定局における平均風速は0.7m/s、最

多風向は西でした。 

  

 

西谷局における平均風速は、1.4m/s、最多

風向は南南西でした。 

 

 

  

【図8】高司中学校局風況図 【図9】栄町局風況図 

【図10】西谷局風況図 
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イ 温度、降水量 

 高司中学校局で測定した温度及び降水量の結果を図11に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   西谷局で測定した温度及び降水量の結果を図 12 に示します。 

 

 

  

【図11】高司中学校局 気象 

【図12】西谷局 気象 

※7月6日～10月6日：雨量計の再検定により欠測 
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(5) 光化学スモッグ広報等の発令 

 兵庫県では、光化学スモッグによる健康被害を防止するため、

以下の特別監視期間中に光化学スモッグの原因となる光化学オキ

シダント濃度が下表の基準に達すると、光化学スモッグ広報等

（予報や注意報等）を発令し、関連事業場へ原因物質の排出削減

の要請等の対策を講じています。 

 本市においても、学校や公共施設等の関係機関に広報内容を通

報する体制を整備し、市民の皆さまへ屋外での運動を避け、屋内

に入るよう周知する等し、健康被害の防止に努めています。 

発令状況等については、以下のとおりです。 

 

ア 特別監視期間 

令和5年（2023年）4月20日から令和5年（2023年）10月19日まで 

 

イ 発令基準 

発令区分 発令基準 

予報 
測定局におけるオキシダント濃度が､気象条件等から注意報の発令基

準に達するおそれがあると判断したとき 

注意報 
測定局におけるオキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上になり､気

象条件からみて､その濃度が継続すると認められるとき 

警報 
測定局におけるオキシダント濃度の1時間値が0.24ppm以上になり､気

象条件からみて､その濃度が継続すると認められるとき 

重大警報 
測定局におけるオキシダント濃度の1時間値が0.40ppm以上になり､気

象条件からみて､その濃度が継続すると認められるとき 

 

ウ 発令状況 

令和5年度（2023年度）、本市では光化学スモッグ広報等は発令されず、被害者の発生

もありませんでした。 

 

エ 発令状況の取得 

光化学スモッグ広報等が発令された場合、兵庫県が発令状況をＥメールにより配信す

るとともに、本市においても、ホームページ上で発令状況等を周知しています。兵庫県

が配信するＥメールについて、以下（本市のホームページ）に登録方法を掲載していま

す。 

 

 「光化学スモッグ発令情報について」ホームページアドレス     

https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kankyo/1020781/1043234/1013009.html 

 

  

【図13】光化学オキシダント測定機 

（高司中学校局） 



41 

 

(6) 微小粒子状物質（PM2.5）注意喚起情報 

 兵庫県では、広範囲の地域にわたってPM2.5による健康への影響が懸念される場合に、参

考情報として広く社会一般に注意を促すことを目的に、平成25年（2013年）3月よりPM2.5

に関する注意喚起情報を発信しています。 

 実施状況等については、以下のとおりです。 

 

ア 発信基準 

① 午前5時から7時までの1時間値の平均が1m3あたり85µgを超えた場合(各地域内の

全測定局の測定値を平均して判断する) 

② 午前5時から12時までの1時間値の平均が1m3当たり80µgを超えた場合(各地域内の

全測定局の測定値を測定局毎に平均し､その最大値で判断する) 

③ その他､日中の濃度上昇や気象状況等により日平均値が1m3当たり70µgを超えるお

それがある場合 

 

イ 注意喚起発信状況 

令和5年度（2023年度）、本市を含む神戸・阪神地域では、注意喚起情報の発信はあり

ませんでした。 

 

ウ 注意喚起情報の取得 

注意喚起情報が発信された場合、兵庫県が注意喚起情報をＥメールにより配信すると

ともに、本市においても、ホームページ上で発信状況等を周知しています。兵庫県が配

信するＥメールについて、以下（本市ホームページ）に登録方法を掲載しています。 

 

「微小粒子状物質（PM2.5）の状況について」ホームページアドレス 

https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kankyo/1020781/1043234/1000681.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図14】微小粒子状物質（PM2.5）測定機 
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(7) 大気中の空間放射線量の測定 

 大気中の放射線量は、都道府県単位でモニタリングを行い、原子力規制委員会がその数

値をホームページで公表しています。さらに、本市では市民生活における不安解消等の一

助とすることを目的として、定点を決め、定期的に計測を行い、その結果を本市ホームペ

ージで公表しています（平成24年（2012年）1月18日開始）。 

 

測定場所 末広中央公園 

測定頻度 月1回 

測定機種 ALOKA TCS-172B 

測定線種 ガンマ線（γ線） 

測定方法 

サーベイメータによる簡易測定。 
地上5cmと地上1mの高さで､30秒ごとに5回繰
り返し測定し､平均値を算出する｡ 

 

ア 本市の測定結果 

空間放射線量測定値 （単位 µSv/時） 

測定 

位置 

R5年度値 年間平均値 

最小値 最大値 R3年度 R4年度 R5年度 

5cm 0.09 0.11 0.10 0.10 0.10 

1m 0.09 0.11 0.09 0.09 0.10 

 

測定値は、国がICRP（国際放射線防護委員会）の勧告を基に、長期的な目標として示

している「年間追加被ばく線量1mSv（0.23µSv/時）」を超過しておらず、自然環境中の

放射レベルの範囲でした。 

日本地質学会が日本の自然放射線量を計算し、地図上で表しています。それによる

と、本市域では、0.10µGy/時前後の自然放射線量となっています。 

※1µGy/時＝1µSv/時と換算できます。 

Gy：グレイ Sv：シーベルト 

 

イ その他 

兵庫県が県内6箇所で空間放射線量率を10分毎に測定（各地点の日最大値等は、兵庫県

又は本市のホームページより確認できます。）しています。 

※県内測定箇所 

・県立工業技術センター（神戸市）  ・阪神南県民センター（尼崎市） 

・中播磨県民センター（姫路市）  ・但馬県民局（豊岡市） 

・丹波県民局（丹波市）   ・淡路県民局（洲本市） 

  

【図15】サーベイメータ 
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２ 水質汚濁 

 

(1) 水質汚濁の概要 

 水質汚濁とは、事業場等からの排出水や家庭からの生活排水、油の流出事故等により、

河川や湖沼、海域等の公共用水域又は地下水が汚染されることをいいます。 

 公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図り、国民の健康と生活環境を守ることを目

的として、水質汚濁防止法が昭和45年（1970年）に制定されました。なお、本市は平成15

年度（2003年度）から水質汚濁防止法上の政令市となり、公共用水域及び地下水の常時監

視調査や事業場の立入調査、ゴルフ場の農薬調査等を実施しています。 

 

(2) 環境基準等 

 環境基本法に基づき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持すること

が望ましい基準として、水質汚濁に係る環境基準が定められました。公共用水域の水質汚

濁に係る環境基準は、人の健康の保護に関する環境基準（以下「健康項目」という。）

と、生活環境の保全に関する環境基準（以下「生活環境項目」という。）とに区分されて

います。 

 

ア 公共用水域（河川、湖沼、海域） 

(ｱ) 健康項目 

 全公共用水域に一律に適用され、直ちに達成、維持されるように努めるものとされて

おり、27項目が定められています。（(6)資料の表5） 

 

(ｲ) 生活環境項目 

 公共用水域の種類（河川、湖沼及び海域）で区分し、さらに利水目的や水生生物の生

息状況の適応性に応じて、それぞれ環境基準が定められています。（(6)資料の表6及び

表7） 

 環境基準値は、現況の水質や利水状況等を勘案し、段階的に設けられており、どの水

域にどの環境基準を適用するかは政府又は都道府県知事が指定しており、これを類型の

指定といいます。 

 

【類型指定状況】 

 本市においては、武庫川が類型指定されており、適用される類型は「B（表6参照）」

達成期間は「直ちに達成すること」となっています。類型が指定された水域において、

その水域を代表し、環境基準の維持達成状況を把握するための地点を「環境基準点」と

いい、武庫川中流の水域においては、本市にある「百間樋」が指定されています。 

 また、水生生物の保全に係る生活環境項目（表7）については、本市では類型指定され

ていません。 

【表1】本市における環境基準の類型指定状況 

水域名 水域の範囲 環境基準点 類型 達成期間 

武庫川中流 三田大橋から仁川合流点まで 百間樋 B 直ちに達成 
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(ｳ) 要監視項目 

 要監視項目は「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検

出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」

として、平成5年（1993年）に設定されました。 

 公共用水域については、人の健康の保護に係る項目及び水生生物の保全に係る項目を

合わせて32項目に指針値が定められています。詳細につきましては、環境省ホームペー

ジ「要監視項目｜水質汚濁に係る環境基準」で確認することができます。 

 

イ 地下水 

(ｱ) 環境基準 

 すべての地下水に一律に適用され「汚染が自然的原因と認められる場合を除き、直

ちに達成、維持されるように努めるもの」とされており、28項目が定められていま

す。((6)資料の表8)。 

 

(ｲ) 要監視項目 

 公共用水域と同じく、引き続き知見の集積に努めるべき物質として、25項目に指針

値が定められています。詳細につきましては、環境省ホームページ「要監視項目｜水

質汚濁に係る環境基準」で確認することができます。 

 

(3) 水質の常時監視 

 本市では、水質汚濁防止法に基づき、水環境の変化を継続的に把握し、水質汚濁への対

策に結び付けることを目的に、公共用水域及び地下水の常時監視を実施しています。 

 

ア 公共用水域 

(ｱ) 調査地点、調査項目 

 本市には、市域を南北に流れる武庫川をはじめとして、大小さまざまな河川があ

り、それらの河川の水質の状況を把握するため、表2に示す24地点で水質調査を実施し

ています。 
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【表2】調査地点、調査項目 

水系 
地点 

番号 
調査地点 類型 調査項目 

武庫川 1  武庫川  生瀬橋 Ｂ 

【健康項目】（ｶﾄﾞﾐｳﾑ等） 

【生活環境項目】（pH、BOD 等） 

【要監視項目】（ｸﾛﾛﾎﾙﾑ等） 

【一般項目】（水温、透視度等） 

【その他】（大腸菌数等） 

【健康項目】（ｶﾄﾞﾐｳﾑ等） 

【生活環境項目】（pH、BOD等） 

【一般項目】（水温、透視度等） 

【その他】（電気伝導度率等） 

 2  武庫川  温泉橋 Ｂ 
 3  武庫川  百間樋(環境基準点) Ｂ 
 4  武庫川  宝塚新大橋 Ｂ 

猪名川水系 5  最明寺川 最明寺橋 - 

武庫川水系 6  波豆川  島橋 - 
 7  波豆川  岩坪橋 - 
 8  佐曽利川 流末 - 

猪名川水系 9  大ツラ川 市境界 - 

武庫川水系 10  川下川  貯水池上流 - 
 11  僧川   流末 - 

猪名川水系 12  川床川  市境界 - 

武庫川水系 13  惣川   惣川橋 - 
 14  一後川  流末 - 
 15  荒神川  新荒神橋 - 
 16  大堀川  西田川橋 - 
 17  天王寺川 天王寺橋 - 
 18  天神川  市境界 - 
 19  観音谷川 流末 - 
 20  塩谷川  流末 - 
 21  亥谷川  流末 - 
 22  支多々川  山下橋 - 
 23  逆瀬川   西山橋 - 
 24  川西川   田近野橋 - 

【備考】 

表内の一般項目は、水温や臭気、透視度等、水の状態を表す一般的な指標であり、基準等は定められて

いません。 

 

(ｲ) 調査結果 

a 健康項目 

 ひ素については最明寺川、ふっ素については逆瀬川、支多々川、塩谷川、観音谷

川及び一後川の５河川で環境基準を超過しましたが、特定の発生源が周囲に見られ

ないこと等から、これらの超過は自然由来によるものであると考えられます。 

 

b 生活環境項目 

 生活環境項目のうちBOD（生物化学的酸素要求量）は、河川の有機汚濁を測る代

表的な指標であり、きれいな水はBODの値が小さくなります。 

 令和5年度（2023年度）は、環境基準点である百間樋においてBODの環境基準を達

成しました。（表3） 

 また、調査を行ったその他の地点においてもB類型の環境基準値（3mg/L）の超過

はないことから、市内全体で良好な水質を保っているといえます。 
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【表3】市内の環境基準点における生活環境項目に係る環境基準達成状況 

河川名 地点 類型 
BOD pH SS DO 大腸菌群数 

環境基準値 75%値(mg/L) 達成状況 m/n 環境基準超過検体数：m 総検体数：n 

武庫川 百間樋 B 3mg/L 以下 0.9 ○ 2/12 0/12 0/12 0/12 

※BODの環境基準の評価は、類型指定された水域の環境基準点の値を用いて行います。

なお、75%値とは、年間の全データをその値の小さいものから順に並べて「0.75×n」番

目（nは調査データ数）にあたる値をいいます。 

 

c 要監視項目 

 武庫川の4地点（生瀬橋、温泉橋、百間樋、宝塚新大橋）、波豆川及び最明寺川

の計6地点で調査を行いました。令和5年度（2023年度）は全ての項目について、い

ずれも国の指針値を下回っていました。なお、PFOS及びPFOAについては、令和2年

度（2020年度）に、国がPFASのうち「PFOS及びPFOA」を要監視項目に追加したこと

を踏まえ、本市では令和3年度（2021年度）から「PFOS及びPFOA」の測定を実施し

ています。令和3年度（2021年度）に最明寺川において、暫定目標値である50ng/L

を超過する値(62ng/L)が検出されましたが、令和4年度（2022年度）以降は、全地

点で目標値の超過はありません。状況を把握するため、今後も監視を継続します。 

 

イ 地下水の水質調査 

表4に示す市内7地点で、環境基準項目や要監視項目等の水質の常時監視調査を実施し

たところ、2地点でふっ素、この内の1地点では、ふっ素の他に、ほう素及びひ素が環境

基準を超過していました。周辺に汚染発生源が無いため、これらの超過は自然由来によ

るものと考えられます。なお、いずれの調査地点においても、利水状況からみて健康へ

の影響が生じるおそれはありません。また、その他の5地点では、すべての項目で環境基

準を達成していました。 

 

【表4】地下水の常時監視調査地点 

地点 

番号 
地区名 環境基準超過項目 

地点 

番号 
地区名 環境基準超過項目 

1 仁川高台 ふっ素、ほう素、ひ素 5 切畑 - 

2 仁川高台 - 6 川面 - 

3 高松町 - 7 安倉南 - 

4 武庫山 ふっ素 

 

(4) ゴルフ場の農薬調査 

 ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を未然に防止するため「ゴルフ場で使用され

る農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る暫定指導指針」に基づき、

ゴルフ場から排出される水に含まれる農薬を調査しています。令和5年度（2023年度）は市

内のすべてのゴルフ場（10箇所）を対象に農薬水質調査を実施しており、調査の結果、指

針値の超過等の問題のあるゴルフ場はありませんでした。 
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(5) 事業場の立入調査 

 事業場からの排水による水質汚濁を防止するため、水質汚濁防止法に基づき、市内の特

定事業場への立入調査を実施しています。立入調査を行うことで、事業場において同法の

規定等が適切に運用されているかを確認し、違反の未然防止を図ることができます。令和5

年度（2023年度）は、10事業場を対象に立入調査を実施し、公共用水域及び地下水の汚染

の防止のための指導等を行いました。 
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(6) 資料 

ア 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準について 

 昭和46年（1971年）12月28日環境庁告示59号にて定められた環境基準の中から、健康

項目（表5）及び河川に係る生活環境項目（表6及び表7）を示します。生活環境項目につ

いては、河川以外に湖沼及び海域に係る環境基準が、同告示内にて別に定められていま

す。 

【表5】健康項目 

項目 基準値 項目 基準値 項目 基準値 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 0.003mg/ℓ 以下 四塩化炭素 0.002mg/ℓ 以下 ﾁｳﾗﾑ 0.006mg/ℓ 以下 

全ｼｱﾝ 検出されないこと 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004mg/ℓ 以下 ｼﾏｼﾞﾝ 0.003mg/ℓ 以下 

鉛 0.01mg/ℓ  以下 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/ℓ  以下 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.02mg/ℓ  以下 

六価ｸﾛﾑ 0.05mg/ℓ   以下 ｼｽｰ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/ℓ  以下 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/ℓ  以下 

ひ素 0.01mg/ℓ  以下 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1mg/ℓ     以下 ｾﾚﾝ 0.01mg/ℓ  以下 

総水銀 0.0005mg/ℓ 以下 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006mg/ℓ 以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/ℓ   以下 

ｱﾙｷﾙ水銀 検出されないこと ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/ℓ  以下 ふっ素 0.8mg/ℓ   以下 

PCB 検出されないこと ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/ℓ  以下 ほう素 1mg/ℓ    以下 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/ℓ  以下 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002mg/ℓ 以下 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/ℓ  以下 

備考 

 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

 2 「検出されないこと」とは、定められた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の

定量限界を下回ることをいう。             

 3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない 

 4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸

イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数

0.3045を乗じたものの和とする。 

【表6】河川に係る生活環境項目 

 項目 

 

類型 

利用目的の適応性 

基準値 

水素ｲｵﾝ濃度 

（pH） 

生物化学的酸

素要求（BOD） 

浮遊物質量 

（SS） 

溶存酸素量 

（DO） 
大腸菌数 

ＡＡ 

水 道 1 級 

自然環境保全及びＡ以下の

欄に掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 
1mg/ℓ以下  25mg/ℓ以下 7.5mg/ℓ以上 

20CFU/100ml

以下 

Ａ 

水 道 2 級 

水 産 1 級 

水浴及びＢ以下の欄に掲げ

るもの 

6.5以上 

8.5以下 
2mg/ℓ以下  25mg/ℓ以下 7.5mg/ℓ以上 

300CFU/100m

l以下 

Ｂ 

水 道 3 級 

水 産 2 級 

及びＣ以下の欄に掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 
3mg/ℓ以下  25mg/ℓ以下 5mg/ℓ以上 

1,000 

CFU/100ml以

下 

Ｃ 

水 産 3 級 

工 業 用 水 1 級 

及びＤ以下の欄に掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 
5mg/ℓ以下  50mg/ℓ以下 5mg/ℓ以上 － 

Ｄ 

工 業 用 水 2 級 

農業用水及びＥの欄に掲げ

るもの 

6.0以上 

8.5以下 
8mg/ℓ以下 100mg/ℓ以下 2mg/ℓ以上 － 

Ｅ 

工 業 用 水 3 級 

 

環 境 保 全 

6.0以上 

8.5以下 
10mg/ℓ以下 

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと 
2mg/ℓ以上 － 

備考 

 1 基準値は日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値(年間の日間平均値の

全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値(0.9

×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。))とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 
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 2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/ℓ以上とする（湖沼もこれ

に準ずる。）。 

 3 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であつて、計測結果を

自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼、海域も

これに準ずる。)。 

 4 水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大

腸菌数100ＣＦＵ／100ml 以下とする。 

 5 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない（湖沼、

海域もこれに準ずる。）。 

 6 大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））／100ml とし、大腸菌を

培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 

 

【表7】 河川に係る生活環境項目（水生生物の保全） 

 項目 

 

類型 

水生生物の 

生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ

ｽﾙﾎﾝ酸及びその

塩（LAS） 

生物Ａ 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生

物及びこれらの餌生物が生息する水域 
0.03mg/L以下 0.001mg/ℓ以下 0.03mg/ℓ以下 

生物特

Ａ 

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生

生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場とし

て特に保全が必要な水域 

0.03mg/L以下 0.0006mg/ℓ以下 0.02mg/ℓ以下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及び

これらの餌生物が生息する水域 
0.03mg/L以下 0.002mg/ℓ以下 0.05mg/ℓ以下 

生物特

Ｂ 

生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に

掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の

生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L以下 0.002mg/ℓ以下 0.04mg/ℓ以下 

備考 

 １ 基準値は、年間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる。） 

 

  

(注) 1 自 然 環 境 保 全 ： 自然探勝等の環境保全 

 2 水 道 1 級： ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

  水 道 2 級： 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

  水 道 3 級 ： 前処理を伴う高度の浄水操作を行うもの 

 3 水 産 1 級 ： ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水

産生物用 

  水 産 2 級 ： サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用 

  水 産 3 級 ： コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用 

 4 工 業 用 水 1 級 ： 沈殿等による高度の浄水操作を行うもの 

  工 業 用 水 2 級 ： 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

  工 業 用 水 3 級 ： 特殊な浄水操作を行うもの 

 5 環 境 保 全 ： 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を感じない限度 

 
6 M P N / 1 0 0 m l ： 

溶液100ml中の最確数（MPN：統計学的に溶液中の大腸菌群数を数えた値）を

表す単位 
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イ 地下水の水質汚濁に係る環境基準について 

平成9年（1997年）3月13日環境庁告示第10号にて定められた環境基準の一覧を示しま

す。 

【表8】地下水の水質汚濁に係る環境基準 

項  目 基準値 項  目 基準値 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 0.003mg /ℓ以下 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006mg /ℓ以下 

全ｼｱﾝ 検出されないこと ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg /ℓ以下 

鉛 0.01mg /ℓ以下 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg /ℓ以下 

六価ｸﾛﾑ 0.05mg /ℓ以下 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002mg /ℓ以下 

ひ素 0.01mg /ℓ以下 ﾁｳﾗﾑ 0.006mg /ℓ以下 

総水銀 0.0005mg /ℓ以下 ｼﾏｼﾞﾝ 0.003mg /ℓ以下 

ｱﾙｷﾙ水銀 検出されないこと ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.02mg /ℓ以下 

PCB 検出されないこと ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg /ℓ以下 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg /ℓ以下 ｾﾚﾝ 0.01mg /ℓ以下 

四塩化炭素 0.002mg /ℓ以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg /ℓ以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004mg /ℓ以下 ふっ素 0.8mg /ℓ以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg /ℓ以下 ほう素 1mg /ℓ以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg /ℓ以下 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg /ℓ以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1mg /ℓ以下 ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002mg /ℓ以下 

備考 

 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

 2 「検出されないこと」とは、定められた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方

法の定量限界を下回ることをいう。 

 3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定

された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの

濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。 

 4 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と

規格0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。 
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３ 騒音・振動 

 

(1) 騒音・振動の概要 

ア 騒音問題 

 騒音とは、一般的に望ましくない音、不快な音とされますが、騒音かどうかの判断に

は人間の主観が大きく影響します。例えば、音楽であっても時間帯や音量等によって

は、聞く側にとって騒音と感じることがあります。騒音が人に与える影響の例として

は、身体的影響（聴力障害、不眠等）、心理的影響（不快感、作業能率の低下等）や社

会的影響（地価の低下、家畜への影響等）等が挙げられます。 

 騒音問題は、一つの発生源から影響を受ける人数が必ずしも多くないことや深刻な健

康被害に結びつきにくいことから、大気汚染や水質汚濁の問題ほど切実さがないと考え

られがちです。しかし、工場や事業所の操業に伴う騒音、建築や土木工事に伴う建設作

業騒音、自動車や鉄道等による交通騒音、航空機騒音のほか、空調機器やペットの鳴き

声等のいわゆる近隣生活騒音等、発生源は多種多様であり、日常生活の最も身近なとこ

ろで発生する公害です。 

 また、騒音の種類又は性質だけでなく、音を聞く側の置かれた状況によっても感じ方

に大きく差があり、一律に対応するだけでは問題解決が難しいケースも多くあります。 

 

イ 振動問題 

 公害として問題となる振動は、主に工場等の操業、建設・解体作業、自動車・鉄道の運

行等で発生する人為的な地盤振動です。振動は、不快感やイライラ等の心理的影響のほ

か、建物にヒビが入る等、人の生活環境に物理的な損害を与えることがあります。 

 

ウ 環境基準等 

 環境基本法に基づき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されるこ

とが望ましい基準として、騒音に係る環境基準が定められています。騒音に係る環境基

準は、一般地域（道路に面する地域以外の地域）における環境基準（表1）と、道路に面

する地域における環境基準（表2及び表3）とに区分されています。なお、振動に係る環

境基準はありません。 
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(ｱ) 一般地域（道路に面する地域以外の地域）における環境基準 

 

【表1】騒音に係る環境基準（道路に面する地域以外の地域） 

地域の類型 
基準値 

昼間 夜間 

AA 50ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 40ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

A及びB 55ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 45ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

C 60ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 50ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

（注）１ 昼間とは午前6時から午後10時まで、夜間とは午後10時から翌日の午前6時まで 

２ AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集中して設置される地域等、特

に静穏を要する地域 

３ Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域 

４ Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域 

５ C を当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 

 

(ｲ) 道路に面する地域における環境基準 

 道路に面する地域については、表2に掲げる環境基準が定められています。ただし、

幹線交通を担う道路に近接する空間については、特例として表3に掲げる基準を適用す

ることとされています。 

 

【表2】騒音に係る環境基準（道路に面する地域） 

地域の区分 
基準値 

昼間 夜間 

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地

域 
60ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 55ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地

域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 
65ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 60ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

   （注）１ 昼間とは午前6時から午後10時まで、夜間とは午後10時から翌日の午前6時まで 

（注）２ Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域 

（注）３ Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域 

（注）４ Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 

（注）５ 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有す

る帯状車道部分 

 

【表3】騒音に係る環境基準（幹線交通を担う道路に近接する空間） 

基準値 

昼間 夜間 

70ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 65ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

備考）個別の住居等において、騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認め

られるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下、夜間にあっては40ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以

下）によることができる。昼間及び夜間の定義は、表2に同じ。 

 

(ｳ) 要請限度 

 市町村長は、自動車騒音又は道路交通振動の測定を行い、その結果が表4又は表5の

基準（以下「要請限度」という。）を超えていることにより、道路周辺の生活環境が
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著しく損なわれていると認めるときは、県公安委員会に対し道路交通法の規定による

措置を要請するほか、必要に応じて、道路管理者等に意見を述べることができるとさ

れています。 

 

【表4】自動車騒音の要請限度 

区域の区分 
時間の区分 

昼間 夜間 

a区域及びb区域のうち一車線を有する道路に面する区域 65ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 55ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

a区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域 70ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 65ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

b区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc

区域のうち車線を有する道路に面する区域  
75ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 70ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

上記のいずれかに該当する区域であったとしても、当該区域が幹

線交通を担う道路に近接する空間であった場合 
75ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 70ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

（注）１ 昼間とは午前6時から午後10時まで、夜間とは午後10時から翌日の午前6時まで 

２ a区域は、専ら住居の用に供される区域 

３ b区域は、主として住居の用に供される区域 

４ c区域は、相当数の住居と併せて、商業や工業等の用に供される区域 

 

【表5】道路交通振動の要請限度 

区域の区分 
時間の区分 

昼間 夜間 

第一種区域 65ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 60ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

第二種区域 70ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 65ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

（注）１ 昼間とは午前8時から午後7時まで、夜間とは午後7時から翌日の午前8時まで 

２ 第一種区域は、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の

用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 

３ 第二種区域は、住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の

住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用

に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の

発生を防止する必要がある区域 

 

(ｴ) 航空機騒音に係る環境基準 

 生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持することが望ましい基準とし

て、航空機騒音に係る基準（表6）が定められています。また、環境基準の評価には、

1日ごとの時間帯補正等価騒音レベル（Lden）を算出し、規定の数式に全測定日のLden

を代入して算出した値を用います。 
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【表6】航空機騒音に係る環境基準 

地域の類型 基準値 

Ⅰ 57ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

Ⅱ 62ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

(注)１ Ⅰをあてはめる地域は、専ら住居の用に供される地域 

２ Ⅱをあてはめる地域は、Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 

 

(2) 調査結果及び対策 

ア 道路交通公害 

(ｱ) 自動車騒音及び道路交通振動 

 本市では、騒音規制法第18条に基づき、市内の幹線交通を担う国道176号や主要県道

等において騒音測定を実施し、自動車騒音の状況を継続的に把握しています。また、

道路交通振動の測定も併せて実施し、道路交通公害を防止するための基礎資料として

います。 

 令和5年度（2023年度）は、市内6地点で騒音及び振動測定を実施しました。その結

果は表7のとおりです。環境基準への適合状況については、4地点で騒音に係る環境基

準（表3）を満たしていました。また、振動に係る環境基準はありませんが、全地点で

道路交通振動の要請限度(表5)を満たしていました。 

 

【表7】自動車騒音・道路交通振動測定結果（単位：dB） 

対象道路 

調査地点 

地域の類型-車線数 

用途地域区分 
時間帯 騒音 振動 

中国自動車道 

口谷東3丁目 

B-6 

準住居地域 

昼間 74 32 

夜間 71 30 

一般国道176号① 

口谷東3丁目 

B-4 

準住居地域 

昼間 74 32 

夜間 71 30 

中国自動車道 

売布ガ丘 

A-6 

第一種低層住居専用地域 

昼間 62 27 

夜間 54 26 

一般国道176号② 
B-2 

第一種住居地域 

昼間 68 36 

夜間 61 26 

県道尼崎宝塚線 
C-4 

準工業地域 

昼間 72 40 

夜間 68 37 

県道中山寺停車場中山

寺線 

C-2 

近隣商業地域 

昼間 58 25 

夜間 49 18 

県道寺本川西線 
A-2 

第二種中高層住居専用地域 

昼間 63 26 

夜間 53 22 

（注）一般国道176号① 栄町3丁目～安倉北5丁目、山本野里1丁目～山本野里3丁目 

一般国道176号② 栄町1丁目～平井6丁目 

 

(ｲ) 面的評価 

 面的評価とは、道路を一定区間ごとに区切って評価区間を設定し、評価区間内の代

表する1地点で騒音測定を行い、その結果を用いて評価区間内の道路端から50mの範囲

内にあるすべての住居等について等価騒音レベル（LAeq）の推計を行い、環境基準を達
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成している戸数及びその割合を把握するものです。 

 等価騒音レベル（LAeq）とは、時間とともに変動する騒音レベルをエネルギー的な平

均値として示したもので、人の感じる主観的な印象との対応が良く、国際的にも広く

採用されています。 

 令和5年度（2023年度）の測定結果をもとに行った面的評価の結果は、表8のとおり

です。 

 

【表8】面的評価結果 

地

点 

番

号 

対象道路 
住居等 

全戸数 

昼間･夜間 

とも達成 

昼間のみ 

達成 

夜間のみ 

達成 

昼間･夜間 

とも未達成 

戸数 (%) 戸数 (%) 戸数 (%) 戸数 (%) 

1 中国自動車道 1,258 1,068 84.9 33 2.6 31 2.5 126 10.0 

2 一般国道 176 号① 1,269 1,173 92.4 20 1.6 30 2.4 46 3.6 

3 一般国道 176 号② 2,595 2,418 93.2 0 0.0 113 4.4 64 2.5 

4 県道明石神戸宝塚線 2,847 2,836 99.6 0 0.0 7 0.2 4 0.1 

5 県道塩瀬宝塚線 119 119 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

6 県道尼崎宝塚線 420 368 87.6 6 1.4 0 0.0 46 11.0 

7 県道川西三田線 46 46 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

8 県道西宮宝塚線 1,297 1,292 99.6 2 0.2 0 0.0 3 0.2 

9 
県道中山寺停車場中

山寺線 
77 77 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0 

1 県道米谷昆陽尼崎線 517 516 99.8 0 0.0 1 0.2 0 0.0 

11 県道下佐曽利笹尾線 39 39 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

12 県道上佐曽利木器線 6 6 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

13 県道切畑多田院線 4 4 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

14 県道山本伊丹線 199 199 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

15 県道寺本川西線 204 124 60.8 42 20.6 0 0.0 38 18.6 

16 県道中野中筋線 153 153 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

17 県道生瀬門戸荘線 2,866 2,865 100.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 

18 市道宝塚池田線 744 738 99.2 2 0.3 0 0.0 4 0.5 

全体 14,660 14,041 95.8 105 0.7 183 1.2 331 2.3 

（注）1 一般国道176号① 栄町3丁目～安倉北5丁目、山本野里1丁目～山本野里3丁目 

2 一般国道176号② 栄町1丁目～平井6丁目 

3 全体の合計は、対象道路の交差等で重複した住居等を除いて算出しています。 

 

イ 航空機騒音 

 本市は、大阪国際空港に隣接し、市域の一部が離陸した航空機の飛行経路下にかかっ

ており、過去から航空機による騒音の問題が発生してきました。大阪国際空港は、平成6

年（1994年）9月の関西国際空港開港後、国際線が廃止され国内線の基幹空港となり、そ

の後、国から新関西国際空港株式会社へと設置管理者が移り、平成27年度（2015年度）
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の運営権売却により平成28年（2016年）4月から関西エアポート株式会社による運営とな

りました。 

 

(ｱ) 常時測定 

 航空機騒音の実態を把握し、環境基準の達成状況等を監視するため、年間を通じて

24時間連続の測定が行われています。兵庫県内では、関西エアポート株式会社、兵庫

県及び伊丹市が主体となり、表9に掲げる地点において測定が実施されています（令和

5年度（2023年度）末時点）。宝塚市域では、長尾南会館と安倉中学校の2カ所に測定

地点が設置され、令和5年度（2023年度）の測定結果は表10のとおりで、いずれも表6

の環境基準を満たしています。 

 

【表9】航空機騒音常時測定地点（兵庫県内） 

 所在地 測定地点名 測定機関 

1 尼崎市 武庫北小学校 兵庫県 

2 伊丹市 桜台小学校 兵庫県 

3 伊丹市 花里小学校 兵庫県 

4 伊丹市 緑ヶ丘センター KA 

5 伊丹市 北野センター KA 

6 伊丹市 西桑津会館 伊丹市 

7 伊丹市 北村水源池 伊丹市 

8 伊丹市 大野センター 伊丹市 

9 川西市 県立西猪名公園 兵庫県 

10 川西市 久代小学校 KA 

11 宝塚市 長尾南会館 兵庫県 

12 宝塚市 安倉中学校 KA 

13 西宮市 阪神特別支援学校 KA 

（注）1 表中の「KA」は、「関西エアポート株式会社」を表します。 

2 関西エアポート株式会社主体の測定地点については、平成24年（2012年）6月まで

は国が、平成28年（2016年）3月までは新関西国際空港株式会社が測定していまし

た。 

3 測定地点4「緑ヶ丘センター」は、令和2年（2020年）12月から令和4年（2022年）

3月まで「遺族会館」へ移設されていましたが、令和4年（2022年）4月から7月に

再移設が行われ、8月から「緑ヶ丘センター」での測定が再開しました。 

 

【表10】航空機騒音測定結果（Lden値）（単位：dB） 

 
類

型 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 

環境

基準 

適合 

長尾南会館 Ⅰ 49.2 49.2 48.5 48.5 51.2 47.8 48.6 48.4 48.6 50.6 51.4 50.6 49.5 ○ 

安倉中学校 Ⅰ 54.6 54.2 54.3 53.1 53.7 53.6 54.1 54.1 54.0 54.1 54.4 54.2 54.0 ○ 
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(ｲ) 短期測定 

 前記(ｱ)の兵庫県等が実施している定点での常時測定に加えて、本市が主体となり、

市内の航空機騒音が著しいと思われる地域において連続4日間の短期測定を市内2地点

で実施しました。結果は表11のとおりで、いずれも表6の環境基準を満たしています。 

 

【表11】市内航空機騒音測定結果（Lden値） 

 

 

 

（注） 測定結果は4日間の平均値です。 

 

(ｳ) 逆発着飛行 

 大阪国際空港では、通常、大阪市・豊中市側から着陸、川西市・宝塚市側から離陸

する飛行経路をたどりますが、台風等の気象状況によって風向きが変わり、追い風が

ある程度強くなると、安全運航のために川西市・宝塚市側から着陸することがありま

す。 

 逆発着飛行時においては、本市の低空を航空機が飛行するため、通常時よりも騒音

の影響を受けることとなります。令和5年度（2023年度）の逆発着飛行の状況は表12の

とおりです。 

 

【表12】大阪国際空港における逆発着飛行の状況 

年度 日数 使用機数 総機数 使用率（％） 

令和5年度 13 1,571 135,424 1.2 

 

(ｴ) 航空機騒音防止対策 

a 大阪国際空港周辺都市対策協議会（10市協） 

 本市は、大阪国際空港周辺10市で構成している大阪国際空港周辺都市対策協議会

に参画し、国などの関係機関に騒音対策の促進を働きかけています。加盟市は、伊

丹市、川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市、豊中市、箕面市、池田市、芦屋市及び吹

田市の10市です。 

 

b 航空機騒音対策区域 

 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律（以下、

「騒防法」という。）では、航空機騒音により生じる障害が著しい区域を、段階的

に第1種、第2種及び第3種区域として指定し、区域内にある住宅の騒音防止工事に

対する助成等を定めています。なお、現在、本市において指定区域はありません。 

 

c 運営者による対策 

 空港運営者である関西エアポート株式会社についても、周辺地域の騒音軽減と生

活環境改善を目的として、騒防法等に基づき、環境対策事業に取り組んでいます。 

調査地点 測定日 測定時間 測定結果（dB） 

山本野里2丁目公園 令和5年（2023年）12月19日～ 

12月22日 

始発便～ 

最終便 

56 

安倉南第5公園 54 
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４ 土壌汚染 

 

(1) 土壌汚染の概要 

ア 土壌汚染 

 土壌は、水・大気とともに環境の重要な構成要素であり、人をはじめとする生物の生

存基盤や物質循環の要として重要な役割を担っています。土壌は、一度汚染されると、

原因物質の排出が無くなったとしてもその汚染は長期間持続し、人の健康や生態系等に

影響を及ぼすおそれがあります。 

 そのようなことから、土壌汚染の状況を把握し、人の健康被害を防止することを目的

として、土壌汚染対策法が平成15年（2003年）2月15日に施行されました。そして、同法

では、平成22年（2010年）4月1日から一定規模以上の土地の形質変更時の届出、自主調

査に基づく要措置区域等への指定申請や要措置区域等の指定等が追加されました。さら

に、平成30年（2018年）4月1日からは、一定規模以上の土地の形質変更時の届出に併せ

た土壌汚染状況調査結果の提出や既に指定解除された要措置区域等の台帳の調製及び保

管等が、平成31年（2019年）4月1日からは、一時的に土壌汚染状況調査の義務を免除さ

れている土地の形質変更時における届出及び調査命令の発出、要措置区域における汚染

の除去等の措置内容に関する計画提出命令の発出、自然由来特例区域等における健康被

害のおそれのリスクに応じた規制の合理化等が追加されました。 

 本市は、平成15年（2003年）4月1日から特例市となったため、県知事の権限に属する

事務（同法に基づく届出事務や区域の指定等）が市長に移譲されました。 

 

イ 同法における特定有害物質 

 同法では、土壌や地下水に含まれることで人の健康に被害を生じるおそれがある特定

有害物質として、表1のとおり26物質（令和5年度（2023年度）現在）が指定されていま

す。 

 また、特定有害物質により汚染された土壌を直接摂取することによるリスクから、表1

の13～21の9物質について土壌含有量基準が、汚染土壌から溶出した特定有害物質により

汚染された地下水等を摂取することによるリスクから同表の26物質すべてに土壌溶出量

基準が定められています。なお、土壌含有量基準（mg/kg）とは土壌に含まれる特定有害

物質の量に関する基準で、土壌溶出量基準（mg/L）とは、土壌に水を加えたときに溶出

する特定有害物質の量に関する基準です。 
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【表1】特定有害物質 

  特定有害物質の種類  特定有害物質の種類 

1 クロロエチレン 14 六価クロム化合物 

2 四塩化炭素 15 シアン化合物 

3 1,2-ジクロロエタン 16 水銀及びその化合物（アルキル水銀

含む） 

4 1,1-ジクロロエチレン 17 セレン及びその化合物 

5 1,2-ジクロロエチレン  18 鉛及びその化合物 

6 1,3-ジクロロプロペン 19 ひ素及びその化合物 

7 ジクロロメタン 20 ふっ素及びその化合物 

8 テトラクロロエチレン 21 ほう素及びその化合物 

9 1,1,1-トリクロロエタン 22 シマジン 

10 1,1,2-トリクロロエタン 23 チウラム 

11 トリクロロエチレン 24 チオベンカルブ 

12 ベンゼン 25 ＰＣＢ 

13 カドミウム及びその化合物 26 有機りん化合物 

 

ウ 土壌汚染状況調査の対象となる土地 

 土壌汚染の状況を把握するための調査の対象となる土地は、有害物質使用特定施設の

使用が廃止された土地、一定規模以上の土地の形質の変更の届出の際に土壌汚染のおそ

れがあると市が認める土地又は土壌汚染による健康被害が生じるおそれがあると市が認

める土地です。これらの土地では、土地所有者等が土壌汚染の状況を調査する義務が発

生します。 

 

エ 区域の指定 

 調査の結果、土壌中に含まれている特定有害物質が基準を超えていることが判明した

場合、市はその土地に対して区域の指定を行い、公示します。指定区域の分類は表2のと

おりです。 

 

【表2】指定区域の分類 

 健康被害が生じるおそれ 汚染の除去等の措置 

要措置区域 あり 要 

形質変更時要届出区域 なし 不要 

 

(2) 土壌汚染の現況 

 令和5年度（2023年度）は、土壌汚染対策法に基づく調査命令の対象事案はありませんで

した。また、令和6年（2024年）3月31日現在、以下の区域を指定しています。なお、最新

の区域の指定状況は、本市HP「土壌汚染対策法に基づく区域の指定状況」をご参照くださ

い。 
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ア 要措置区域   なし 

イ 形質変更時要届出区域 表3のとおり 

 

 

【表3】形質変更時要届出区域 

所在地 面積 対象となる特定有害物質 
指定年月日 

（市告示年月日） 

宝塚市安倉西二丁目 

286番21 外 

3,580.42 ㎡ ひ素及びその化合物 

ふっ素及びその化合物 

平成23年（2011年）5月9日 

市告示第195号 

宝塚市小浜二丁目 

5番1 外 

1,540 ㎡ ひ素及びその化合物 

ふっ素及びその化合物 

平成24年（2012年）10月31日 

市告示第456号 

宝塚市東洋町 

1番122 外 

88,249.53 ㎡ ふっ素及びその化合物 平成25年（2013年）8月30日 

市告示第380号 

宝塚市高松町 

180番4の一部 

100 ㎡ ふっ素及びその化合物 平成29年（2017年）11月27日 

市告示第214号 

宝塚市高松町 

201番1の一部 

3,670.9 ㎡ ふっ素及びその化合物 令和4年（2022年）1月25日 

市告示第8号 

宝塚市小浜一丁目 

1番3 外 

6,004.34 ㎡ 鉛及びその化合物 

ひ素及びその化合物 

ふっ素及びその化合物 

令和5年（2023年）4月18日 

市告示第105号 
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５ 悪臭 

 

(1) 悪臭公害 

 悪臭は、人の嗅覚を刺激し不快感や嫌悪感を与えるもので、感覚公害とも呼ばれていま

す。令和5年度（2023年度）の悪臭に関する苦情件数は39件で、全体の約35％を占めていま

す。 

 悪臭公害は、近年、環境問題に対する住民意識の変化や都市化に伴う住工混在が進む中

で、一層身近な問題となっています。また、悪臭物質は、一般的に低濃度でも不快感を与

えることや複数の臭気物質の混合体として大気中に拡散することが多く、原因の特定や問

題の解決を難しくしています。 

 本市は、平成15年（2003年）4月から特例市となったため、悪臭防止法（昭和46年法律第

91号）に基づく県知事の権限（悪臭原因物の排出を規制する地域の指定、規制基準の設

定、公示、周辺市町村長の意見聴取、関係行政機関の長への協力要請等）が市長に移譲さ

れました。 

 悪臭防止法は、悪臭の原因となる物質について、敷地での濃度規制（22物質）、煙突そ

の他気体排出口での排出量規制（13物質）及び排出水中の濃度規制（4物質）を行っていま

す。 

 

(2) 悪臭原因物の排出（漏出を含む）を規制する地域 

 悪臭防止法第3条の規定に基づき、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生す

る悪臭原因物（特定悪臭物質を含む気体又は水、その他の悪臭の原因となる気体又は水を

いう）の排出（漏出を含む）を規制する地域として、市の全域を指定地域にするととも

に、順応地域と一般地域に区分しています（平成20年（2008年）3月31日市告示第105

号）。 

 

【表1】悪臭物質の排出を規制する地域 

指定地域 地域の区分 

市の全域 順応地域・一般地域 

 

 順応地域は、主として工業の用に供されている地域その他悪臭に対する順応の見られる

地域で、本市では高司4・5丁目、新明和町の一部、駒の町の一部及び東洋町の一部を指定

しています。一般地域は、市の全域から順応地域を除いた地域で、次項(3)のとおり、順応

地域より厳しい規制基準を定めています。 

 

(3) 特定悪臭物質の規制基準 

 悪臭防止法第4条の規定に基づき、特定悪臭物質の規制基準を、地域の区分に応じて次の

ように定めています（平成15年（2003年）3月27日市告示第108号）。 

 

ア 敷地境界線における規制基準 

 事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業場から
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排出されるものの当該事業場の敷地境界線の地表における規制基準は、表2のとおり定め

ています。 

 

イ 気体排出口における規制基準 

 煙突その他気体排出口での排出量規制は、表2のAの欄に○印のある特定有害物質13種

類に適用されます。なお、規制基準は、表2の値に一定の算式を用いた変動値（流量や排

出口の高さなどによって変わる。）となります。 

 

ウ 排出水における規制基準 

 排出水中の濃度規制は、表2のBの欄に○印のある特定有害物質4種類に適用されます。

規制基準は、前記イ同様に変動値となります。 

 

【表2】規制基準（単位：ppm） 

        地域の区分 

特定悪臭物質名  
順応地域  一般地域  A B 

アンモニア  5.000 1.0000 ○  

メチルメルカプタン  0.010 0.0020  ○ 

硫化水素  0.200 0.0200 ○ ○ 

硫化メチル  0.200 0.0100  ○ 

二硫化メチル  0.100 0.0090  ○ 

トリメチルアミン 0.070 0.0050 ○  

アセトアルデヒド 0.500 0.0500   

プロピオンアルデヒド  0.500 0.0500 ○  

ノルマルブチルアルデヒド  0.080 0.0090 ○  

イソブチルアルデヒド  0.200 0.0200 ○  

ノルマルバレルアルデヒド  0.050 0.0090 ○  

イソバレルアルデヒド  0.010 0.0030 ○  

イソブタノール  20.000 0.9000 ○  

酢酸エチル  20.000 3.0000 ○  

メチルイソブチルケトン  6.000 1.0000 ○  

トルエン  60.000 10.000 ○  

スチレン  2.000 0.4000   

キシレン  5.000 1.0000 ○  

プロピオン酸  0.200 0.0300   

ノルマル酪酸  0.006 0.0010   

ノルマル吉草酸  0.004 0.0009   

イソ吉草酸  0.010 0.0010   
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第５ 資料 

１ 環境行政 

 

(1) 組織（令和5年4月1日） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 環境に関する苦情 

 市民の生活が豊かになり、より高度な生活スタイルに対する要求が「苦情」という形で

行政に寄せられるようになり、あらゆる現象が「環境」という言葉に凝縮されるようにな

りました。現代生活を取り巻く環境の中で、空き地の雑草、放置された空き家、隣家の換

気扇の取り付け位置等のように、ちょっとした何かの機会に隣同士が言葉を掛けておけば

苦情という形にはならなかったものがあります。また、駅周辺における放置自転車のよう

に、市民一人ひとり各人が他人に対して気を付けるべき社会ルールに関するものがありま

すが、これらの解決を行政に求める苦情が増加しています。 

 令和5年度（2023年度）の公害苦情件数は、113件で、その内訳を種類別にみると「騒

音」及び「悪臭」が全体の約68%を占めていました。前年度と比較すると、全体では4件の

増加、種類別にみると件数が減少したのは「水質汚濁」「騒音」及び「振動」、増加した

のは「大気汚染」「悪臭」及び「その他」でした。 

 本市では、より良い生活環境を保全するために、事業者への指導や市のホームページに

より近隣への配慮に係る注意喚起等を行っています。なお、令和元年度（2019年度）から

令和5年度（2023年度）までの公害苦情件数（苦情に関する相談含む）の推移は、表のとお

りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域エネルギー課 

環境部

環境室 

環境政策課 生活環境課 管理課 業務課施設建設課 

クリーンセンター
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公害苦情件数の推移 

年度 R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） R5（2023） 

大気汚染 3 5 8 5 17 

水質汚濁 16 17 13 9 7 

土壌汚染 － － － －  

騒 音 34 52 47 57 38 

振 動 3 4 4 8 4 

地盤沈下 － － － －  

悪 臭 25 34 26 25 39 

そ の 他 2 2 3 5 8 

合 計 83 114 101 109 113 

 

 

２ 環境審議会 

環境審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査、審議し、答申するため、委員

15名をもって構成されています。 

(1) 環境の保全及び創造に関する基本的事項又は重要事項 

(2) 環境基本計画に関すること。 

(3) その他環境の保全及び創造に関し必要な事項 

 

令和5年度（2023年度）の開催日、審議内容等は下表のとおりです。 

開催回数 開催日 審議内容 

第1回 令和5年（2023

年）8月8日 

・荒神川河川工事の経緯について 

・生物・生態系調査分析作業部会の分析結果報告について 

 

第2回 令和5年（2023

年）12月8日 

・宝塚市環境審議会の委嘱について 

・自転車等放置禁止区域（雲雀丘花屋敷駅周辺）の指定に

ついて（諮問） 

・保全地区等（保護樹）の指定解除について（諮問） 

・生物多様性たからづか戦略の改定について（諮問） 

 

第3回 令和6年（2024

年）3月19日 

・地球温暖化対策の取組状況について 

・「宝塚の環境（令和５（2023）年度版）」について 

・生物多様性たからづか戦略策定の着手等について 
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３ 環境用語 

 

【あ行】 

 

◆IPCC（アイピーシーシー） 

 Intergovernmental Panel on Climate Change（気候変動に関する政府間パネル）の略。1988年にWMO（世界

気象機関）とUNEP（国連環境計画）が共同で設立した国連組織で、各国政府を代表する気候研究者などの専

門家が集まり、温室効果ガスによる気候変動の見直し、自然、社会経済への影響及び対策の評価を実施して

います。 

  

◆アルキル水銀 

 水銀を含む有機化合物の総称を有機水銀化合物といい、そのうち、水銀がメチル基（CH3）、エチル基

（C2H5）等のアルキル基と結びついた物質の総称をアルキル水銀といいます。 

 アルキル水銀は吸収されやすく、諸臓器特に脳に蓄積して、知覚障害、運動失調、視野狭窄等の中枢神経

症害、いわゆる水俣病を引き起こす要因とされています。アルキル水銀は無機水銀に比べて生物による濃縮

率が高く、汚染地区では魚介類に高濃度に蓄積されているといわれています。 

 

◆悪臭防止法 

 工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防

止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としたものです。この

法律で都道府県知事（指定都市、中核市、特例市及び特別区においてはその長）が規制地域の指定及び規

制基準の設定を行うこととされています。  

 

◆一酸化炭素 

 物質の不完全燃焼により発生する無色無臭の気体で、最も多量の発生源は自動車排出ガスです。生理上

極めて有害で、血液中のヘモグロビンと結合して酸素の補給を阻害し、中枢神経系に障害を起こします。  

 

◆一般廃棄物 

 産業廃棄物以外の廃棄物を指し、さらに「ごみ」と「し尿」に分類されます。また、「ごみ」は商店、オフィス、レ

ストラン等の事業活動によって生じた「事業系ごみ」と一般家庭の日常生活に伴って生じた「家庭ごみ」に分類

されます。  

 

◆ESCO（エスコ） 

 Energy Service Companyの略。ビルや工場の省エネ化に必要な、「技術」「設備」「人材」「資金」などのすべて

を包括的に提供するサービス。ESCO事業は、省エネ効果をESCOが保証するとともに、省エネルギー改修に

要した投資・金利返済・ESCOの経費等が、すべて省エネルギーによる経費削減分でまかなわれるため、導入

企業における新たな経済的負担はなく、契約期間終了後の経費削減分はすべて顧客の利益となります。  

 

◆MPN（エムピーエヌ） 

 「Most Probable Number」の略で「最確数」の意味です。大腸菌の測定は、「特定酵素基質培地法」という方

法で行われ、測定したい水を培養皿に取って水中の大腸菌を培養し、そのコロニー（集落）数を数えて測定し
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ます。 

 最確数とは、コロニーの数を確率として統計学的に表したもののことで、試験対象の水100mLに対して、培養

されたコロニーが10個であれば「10MPN/100mL」ということになります。 

 

◆オキシダント 

 工場や自動車から排出されるガスには窒素酸化物や炭化水素類などが含まれています。これらの物質が、

大気中で太陽の強い紫外線を受けると光化学反応といわれる現象を起こします。その時できるオゾンなどの強

い酸化力を持った物質を総称して光化学オキシダントと呼びます。光化学オキシダントは光化学スモッグの原

因となり、特殊な気象条件になると白くモヤがかかったようになります。またオゾンは、二酸化炭素よりもはるか

に強力な温室効果を持つと言われています。 

 

◆温室効果ガス 

 太陽光はほとんどが可視光であり、大気を素通りして地表面で吸収されます。可視光を吸収して加熱された

地表面は、赤外線を熱放射しますが、その一部は大気に吸収され地表を適当な温度に保っています。この大

気中で赤外線を吸収する物質が温室効果ガスであり、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、対流圏オゾン、フロ

ンがその代表です。近年、化石燃料の使用増加等に伴う二酸化炭素等の温室効果ガスの増加により地球の

温暖化が進んでいます。  

 

【か行】 

 

◆外来種 

 国外や国内の他地域から人為的（意図的又は非意図的）に導入されることにより、本来の分布域を越えて生

息又は生育することとなる生物種。外来種のうち、導入先の生態系等に著しい影響を与えるものを特に侵略的

な外来種と呼び、これらは自然状態では生じ得なかった影響を人為的にもたらすものとして問題となっていま

す。  

 

◆カドミウム 

 亜鉛の鉱石に多く含まれるもので、鉄や銅のメッキ、黄色の塗料、充電式電池など用途の広い重金属です。

カドミウムや鉛などの重金属は、もともと人体に無いため、体内に入っても代謝できず、蓄積され、発がんなど

有害な症状を引き起こします。その顕著な事例として、富山県神通川流域で発生したイタイイタイ病がありま

す。イタイイタイ病は、鉱山活動に伴って排出されたカドミウムが米に蓄積し、体内に摂取され、カドミウムの慢

性中毒により、まず腎臓障害が生じ、次いで骨軟化症をきたし、これに妊娠、授乳、内分泌の変調、老化、及

び栄養としてのカルシウム等の不足などが誘因となって生じた公害疾病です。現在日本では「大気汚染防止

法」「水質汚濁防止法」によってカドミウムの排出が規制されています。  

 

◆環境基準 

 人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、

土壌、騒音をどの程度に保つか定め、目標として施策を実施していくものです。 

 環境基準は「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標です。これは、人の健康等を維持す

るための最低限度ではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとする

ものです。また、汚染が現在進行していない地域については、少なくとも現状より悪化することとならないように
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環境基準を設定し、これを維持していくことが望ましいものです。なお、環境基準は、現に得られる限りの科学

的知見を基礎として定められているため、常に新しい科学的知見の収集に努め、適切な科学的判断が加えら

れていかなければならないものです。  

 

◆環境基本計画 

 環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境基本法に基づき平成7年に策定さ

れ、その後の社会情勢の変化を踏まえ平成18年6月に第2次計画、平成28年3月に第3次計画を策定しまし

た。 

 計画は､本市が持つ自然豊かな良好な環境は本市の存立基盤そのものであり、この環境を保全形成すること

が重要であるとし、「環境都市・宝塚」を推進する上で基本的な視点として「持続可能な発展」「参画と協働」「生

物多様性の保全」を設定し、それぞれの目標達成のための施策の方向、各主体の役割などを定めています。 

 

◆キシレン 

 揮発性有機化合物の1つで、無色透明の液体です。様々な化成品の原料、塗料溶剤等に広く使用されてい

ます。人体への影響としては、中枢神経障害があり、頭痛、吐き気、錯乱等種々の症状が現れます。 

 

◆極相 

植物群落が遷移（年月の推移とともに群落を構成する種が、周辺の環境条件に応じてだんだん変化するこ

と）し、最終的に到達する段階のことです。群落が極相に達すると、気候など群落を取り巻く環境が変わらない

限り同じ群落が存続し続けます。 

 

◆クロム（六価） 

 クロムは、クロム化合物として環境中にある主な形態は酸化数が3及び6のものです。このクロムの酸化数に従

ってそれぞれ三価クロム化合物、六価クロム化合物と呼ばれています。生物に対する毒性は六価クロムの方が

はるかに高く、また土壌中での移動性も六価クロム化合物の方が大きいと言われています。六価クロムによる公

害を防止するため、水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準等が設定されるとともに「水質汚濁防止法」（昭45

法138）等に基づき対策が進められています。 

 

◆クロロホルム 

 「トリクロロメタン」とも呼ばれます。特有のエーテル臭を有する揮発性の無色透明の液体です。強い麻酔作用

があり、かつては麻酔剤として使われていましたが、肝臓や腎臓への健康影響があるため、現在では使用され

ておらず、フロン類の原料、ふっ素樹脂の原料、殺虫剤の原料、溶剤、抽出剤などで用いられています。有害

大気汚染物質に該当する可能性のある234物質の一つに選定されています。  

 

【さ行】 

 

◆里地里山 

 奥山自然地域と都市地域の中間に位置し、さまざまな人間の働きかけを通じて環境が形成されてきた地域で

あり、集落を取り巻く二次林と、それらと混在する農地、ため池、草原等で構成される地域概念。  

 

◆四塩化炭素 
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 揮発性有機化合物の一種で、無色透明の液体で不燃性です。主な用途としては、不燃性の溶剤、ドライクリ

ーニング等があります。人体への影響として、肝障害、腎障害、中枢神経障害が知られています。また、オゾン

破壊物質として「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」 にリストアップされています。 

 

◆COD（シーオーディー） 

 Chemical Oxygem Demand の略称で、化学的酸素要求量のことです。BODと同じ汚れを調べる目安です

が、CODは微生物のかわりに薬品を使って水中の酸素の使われる量を調べます。日本では過マンガン酸カリ

ウムという薬品を使い、海や湖の汚れを調べる時に用いられています。 

 

◆ジオキサン 

 主な用途は、有機合成反応用溶媒の他、種々溶剤（トランジスター、合成皮革、塗料、塩素系溶剤など）であ

り、実験動物では発がん性が認められるものの、ヒトでの発がん性に関しては十分な証拠がないため、国際が

ん研究機関（IARC） の評価では2B（ヒトに対して発がん性が有るかもしれない）に分類されています。 

 

◆ジクロロエタン 

 揮発性有機塩素化合物の一種で、無色透明の液体です。主な用途としては塩化ビニル等樹脂の原料、フィ

ルム洗浄剤、溶剤等があります。人体への影響として、肝障害、腎障害が知られています。 

 

◆ジクロロエチレン 

 揮発性有機塩素化合物の一種で、無色透明の液体です。主な用途としては、塩化ビニル等樹脂の原料、フ

ィルム洗浄剤等があります。人体への影響として、麻酔作用が知られています。 

 

◆ジクロロプロペン 

 有機塩素系の農薬で、無色透明の液体です。土壌線虫専用の殺虫剤D－D剤の有効成分として使用されま

す。土壌に散布するため、地下水汚染の進行が懸念されています。  

 

◆ジクロロプロパン 

 揮発性有機塩素化合物の１つで、無色透明の液体です。主に農薬として使われ、土壌線虫専用の殺虫剤D

－D剤の有効成分として1,3-ジクロロプロペンとの混合で使用されます。その他の用途には、油脂の溶剤や、ド

ライクリーニング等があります。人体への影響として、粘膜刺激作用、中枢神経障害があるといわれています。

また、廃液による地下水汚染の進行が懸念されています。 

 

◆ジクロロメタン 

 揮発性有機化合物の一種で、甘い臭いをもつ無色透明の液体で水に溶けやすい性質があります。主な用途

としては、塗料の剥離剤、プリント基板洗浄剤、溶剤等があります。人体への影響として、麻酔作用や中枢神経

障害が知られています。廃液等による地下水汚染も懸念されています。  

 

◆シマジン 

 農薬で白色の固体です。野菜、果樹、芝生に除草剤として用いられます。散布時期は春秋の雑草発生前

で、安定性が高い分、残留性も高い化学物質です。人体への影響として、内分泌かく乱作用を有する疑いが

あります。 
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◆循環型社会 

 大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念。循環型社会基本法では、第一

に製品等が廃棄物等となることを抑制し、第二に排出された廃棄物等についてはできるだけ資源として適正に

利用し、最後にどうしても利用できないものは適正に処分することが徹底されることにより実現される「天然資源

の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会」とされています。 

 

◆硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

 化学肥料などに用いられる硝酸イオンまたは亜硝酸イオンの化合物です。また、環境中で種々の有機窒素

化合物、無機窒素化合物からアンモニア性窒素を経て生成されます。急性中毒を引き起こし、高濃度の硝酸、

亜硝酸性窒素を含む水の摂取によって、特に乳幼児にメトヘモグロビン血症を発症する懸念があります。 

 

◆振動規制法  

 工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要

な規制を行なうとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健

康の保護に資することを目的としたものです。 

 

◆水質汚濁防止法 

 公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止し、国民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図るた

め、事業場からの排出水の規制・生活排水対策の推進・有害物質の地下浸透規制等が盛り込まれています。

また、同法においては、閉鎖性水域に対して、汚濁負荷量を全体的に削減しようとする水質総量規制が導入さ

れています。  

 

◆3R（スリーアール） 

・リデュース（発生抑制） 

 廃棄物の発生自体を抑制すること。リユース、リサイクルに優先される。リデュースのためには、事業者

には原材料の効率的利用、使い捨て製品の製造・販売等の自粛、製品の長寿命化など製品の設計から

販売に至るすべての段階での取組が求められます。また、消費者は、使い捨て製品や不要物を購入し

ない、過剰包装の拒否、良い品を長く使う、食べ残しを出さないなどライフスタイル全般にわたる取組が

必要です。  

 

・リユース（再使用）  

 いったん使用された製品や部品、容器等を再使用すること。具体的には（1）あるユーザーから回収され

た使用済み機器等をそのまま、もしくは修理などを施した上で再び別のユーザーが利用する「製品リユ

ース」（2）製品を提供するための容器等を繰り返し使用する「リターナブル」（3）ユーザーから回収された

機器などから再使用可能な部品を選別し、そのまま、もしくは修理等を施した上で再度使用する「部品リ

ユース」などがあります。 

 

 ・リサイクル（再資源化）  

 廃棄物等を再利用すること。原材料として再利用する再生利用（再資源化）、焼却して熱エネルギーを

回収するサーマルリサイクル（熱回収）があります。  
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◆生活環境項目 

 河川、湖沼、海域ごとに利用目的に応じた水域類型を設けてそれぞれ生活環境を保全する等の上で維持さ

れることが望ましい基準値を定めています。  

 

◆生物多様性 

 地球上の生物が、約40億年に及ぶ進化の過程で多様に分化し、生息場所に応じた相互の関係を築きなが

ら、地球の生命系を形づくっているような多様な生物世界のことです。また、地球上に存在するすべての生物

の間に違いがあること（変異性）を意味し、遺伝子、種及び生態系の3つの観点から捉えられます。 

 

◆セレン 

 複写機感光体、整流器、太陽電池、赤色顔料、ガラス着色剤などに用いる硫黄に類似した固体元素です。

発がん性があり、肝硬変を引き起こす懸念があります。 

 

◆全シアン 

 主な用途はメッキ工業、化学工業など。水中では、シアンイオン、シアン化合物として存在します。全シアン

は、試料水中に含まれるシアンの総量を測定するものです。生体への蓄積性はなく、急性中毒を引き起こしま

す。シアンに汚染された水を飲用すると急速に粘膜から吸収され、血液中で呼吸酵素を阻害し、頭痛、吐き

気、浮腫などを引き起こす懸念があります。 

 

◆騒音規制法 

 工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要

な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の

保護に資することを目的としたもの。  

 

◆騒音レベル 

 音の感覚は音圧レベルの他に周波数によっても変化します。この聴感補正（A特性）の回路を組み込んだ騒

音計により測った値を騒音レベルといい、単位はデシベル（dB）で表します。 

 

◆総水銀 

 総水銀は無機水銀と有機水銀をあわせたものです。水銀は、銀白色で、常温では唯一の液体金属です。地

殻中の存在量は約0.08mg/kgで主に赤色硫化物である辰砂（HgS）として産出します。  

 水銀は古くから知られており、防腐、消毒、また金鉱山での金の精錬にも使用されてきました。現在でも化学

品製造、医薬品、乾電池などに使用されています。水銀化合物中には昇こう（塩化第二水銀HgCl2）のように強

い毒性を持つものがあります。また慢性中毒になると興奮傾向、不眠といった中枢神経への影響が見られま

す。 

 

【た行】 

 

◆大気汚染防止法 

 工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じん
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の排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定め

ること等により、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに健康被害が生じた場合における事

業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としたものです。  

 

 

◆チウラム 

 農薬で白色の固体です。チオカーバメイト系の殺菌剤として、種子消毒、茎葉散布剤として単独で、あるいは

他剤と混合し使用されています。この物質は、分解が早いため環境中での寿命は短いと考えられています。 

 

◆チオベンカルブ 

 チオカーバメイト系除草剤で、稲、野菜、豆類などに用います。無色か淡黄色の液体で水に難溶で有機溶剤

に可溶、急性毒性を引き起こす懸念があります。 

 

◆直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) 

 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸は、ベンゼン環に直鎖のアルキル基が結合した直鎖アルキルベンゼンに

スルホ基が結合した化合物です。主な用途は、約8割が家庭の洗濯用洗剤、2割弱がクリーニング、厨房や車

両の洗浄などに使用される業務用洗浄剤であり、家庭の台所用洗剤にはほとんど使われなくなっています。 

 

◆デシベル（dB） 

 音圧レベルの単位で、音の強さを表す時に用いられます。騒音に係る環境基準では、幹線道路に近接する

空間では昼間70dB以下、夜間65dB以下等定められています。0dBは成人が聞くことのできる最小の音で、この

音に対して何倍の音であるかを対数表示したものです。例えば、3dBを低減するには、音のエネルギーを半分

にしなければならないが、人間の耳にはかろうじて差が分かる程度でしかありません。騒音の対策がいかに大

変か分かるのではないでしょうか。ちなみに、デシベルのデシは10分の1の意味。ベルは電話を発明したグラハ

ム・ベルの名を取って付けられました。 

 

◆テトラクロロエチレン 

 揮発性有機塩素系化合物の一種で、無色透明の液体です。主な用途として、ドライクリーニング、溶剤等が

あります。人体への影響として、肝障害、腎障害、中枢神経障害が知られています。また、廃液等による地下水

汚染の進行が懸念されています。  

 

◆特殊項目 

 生活環境に係る排水基準で指定されている項目のうち、健康項目ほどではないが有害性が認められ、かつ

工場排水などに比較的普通に含まれている成分物質のこと。 

 

◆土壌汚染対策法 

 土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的として、土壌の特定有害物質による汚染の状

況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めています。  

 

◆トリクロロエタン 

 有機塩素化合物の一種で、甘い臭いを持つ無色透明の液体です。主な用途として、金属洗浄剤、ドライクリ
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ーニング用溶剤等があります。人体への影響として、中枢神経障害が知られています。廃液等による地下水汚

染が懸念されています。 

 

◆トリクロロエチレン 

 有機塩素系の化学物質でトリクレンとも呼ばれています。常温では液体で蒸発しやすく、いろいろな有機物

質を溶かす力が強いため、油分や繊維製品のよごれを落とす目的で、工場や事業所などで使われ、特に半導

体の製造産業などでは欠かせないものです。しかし、トリクロロエチレンは人や動物の体に蓄積することはない

ものの、環境中で分解されにくく、肝臓や腎臓に障害を及ぼすとされ、動物実験でがんを引き起こす恐れのあ

る物質であることがわかってきました。また近年、トリクロロエチレンを使用する地域の地下水中にトリクロロエチ

レンが検出され問題となっています。 

 

◆トルエン 

 揮発性有機化合物の一種で、無色透明の液体です。様々な化成品の原料、塗料溶剤等に広く使用されて

います。人体への影響として、中枢神経障害があり、頭痛、吐き気、錯乱等種々の症状が現れます。 

 

【な行】 

 

◆鉛 

 重金属で、用途は鉛蓄電池などです。生体への蓄積性があり、慢性中毒を引き起こす懸念があります。 

 

◆二酸化硫黄 

 重油や軽油あるいは石炭を燃焼する際に、燃料中に含まれる硫黄が空気中の酸素と反応して生成される物

質です。直接あるいは粒子状物質に吸着した状態で人体に取り込まれ、呼吸器疾患の原因や、動植物に被

害を及ぼしたりします。主な発生源は工場・事業場の燃焼施設ですが、ディーゼル自動車や船舶からも排出さ

れます。  

 

◆二酸化窒素（NO2） 

 窒素酸化物（NOx）は物が燃えると必ず発生します。窒素（N2）は空気中にも燃料にも含まれていますが、物

が燃えるときには、これが酸素（O2）と結合して、一酸化窒素（NO）という気体が発生します。一酸化窒素（NO）

は不安定な物質であるためそのままの形で大気中に留まるわけではなく、そのほとんどは酸化されて二酸化窒

素（NO2）となります。通常、この一酸化窒素と二酸化窒素を合わせて窒素酸化物（NOx） と呼びます。窒素酸

化物によって汚染された空気を吸い続けると、人の健康に悪影響を与えるおそれがあります。濃度によって影

響は異なりますが、低い濃度の二酸化窒素を長期間吸った場合、せきやたんが出やすくなるなど呼吸器に影

響を生じ、高い濃度になると数時間のうちに鼻やのど、胸が痛み、呼吸が困難になることもあります。 

 

◆ニッケル 

 銀白色に輝く金属で、展延性に富んでいます。用途としては、ステンレス鋼等の合金、電気メッキ、バッテリー

等に使用されています。生体必須元素ですが、暴露により接触性皮膚炎の原因にもなります。 

 

【は行】 
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◆ばいじん 

 工場・事業場から発生する粒子状物質のうち、燃料その他の物の燃焼等に伴い発生する物質。  

 

◆pH（ピーエイチ、ペーハー） 

 水素イオン濃度指数のこと。水（溶液）の酸性・アルカリ性の強さを示すもので、pH7付近を中性、これより小さ

いものを酸性、大きいものをアルカリ性といいます。 

 

◆BOD（ビーオーディー） 

 Biochemical Oxygen Demand の略称。生物化学的酸素要求量のことで、水の汚濁状態を表す有機汚濁指

標の一つです。水中の酸化可能性物質、主として有機物が微生物の増殖あるいは呼吸作用により酸化される

際に消費される酸素量のことであり、通常20℃、5日間で消費された溶存酸素をmg/ℓで表したものです。すな

わち、BODが高いほど水質が悪いといえます。 

 

◆PCB(ピーシービー) 

 PCBは昭和4年に初めて工業製品化されて以来、その安全性、耐熱性、絶縁性を利用して電気絶縁油、感

圧紙等、様々な用途に用いられてきたが、環境中で難分解性であり、生物に蓄積しやすくかつ慢性毒性があ

る物質であることが明らかになり、生産・使用の中止等の行政指導を経て、昭和49年に化学物質審査規制法

に基づき製造及び輸入が原則禁止された。しかし、PCB廃棄物については、処理施設の整備が進まなかった

ことなどから事業者が長期間保管し続けてきており、平成13年にPCB廃棄物処理特別措置法が制定され、処

理体制の整備を図った上で平成28年までに処理を終えることとしている。 

 

◆PFAS(ピーファス) 

 ふっ素を含む有機化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して

「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。PFASには炭素鎖の長さが異なる複数の同族体が

存在し、その物性は炭素鎖の長さで大きく異なりますが、中には撥水・撥油性、熱・化学的安定性等の物性を

示すものがあり、そのような物質は撥水・撥油剤、界面活性剤、半導体用反射防止剤等の幅広い用途で使用

されています。 

 

◆PFOS(ピーフォス)及びPFOA(ピーフォア) 

 PFASの中でも、PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）、PFOA（ペルフルオロオクタン酸）は、幅広い用途

に使用されてきました。具体的には、PFOSは、半導体反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、泡消火剤等

に、PFOAは、ふっ素ポリマー加工助剤、界面活性剤等に主に使われてきました。PFOS、PFOAには、難分解

性、高蓄積性、長距離移動性という性質があるため、現時点では北極圏なども含め世界中に広く残留していま

す。そして、仮に環境への排出が継続する場合には、分解が遅いために地球規模で環境中にさらに蓄積され

ていきます。環境や食物連鎖を通じて人の健康や動植物の生息・生育に影響を及ぼす可能性が指摘されて

います。残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs（ポップス）条約）で、製造、使用、輸出入を原

則禁止する物質に挙げられており、国内では、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）に

基づき、PFOSは平成22年4月以降、PFOAは令和3年10月以降、原則として製造、輸入及び使用が禁止されて

います。 
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◆砒（ひ）素 

 昔から毒薬として知られてきましたが、現在では半導体の原料、医薬品、農薬、防腐剤など広く利用されてい

ます。人体への影響として、皮膚の色素沈着、下痢や便秘等があります。 

 

◆ppm（ピーピーエム） 

 Parts Per Millionの略、100万分の1を表す単位です。10,000ppm=1%となります。 

 

◆微小粒子状物質（PM2.5） 

 大気中に浮遊している2.5μm（1μmは1mmの1千分の1）以下の小さな粒子のことで、環境基準に定められて

いる10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質（SPM）よりも小さな粒子です。 

 PM2.5は非常に小さいため（髪の毛の太さの1/30程度）、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影

響に加え、循環器系への影響が懸念されています。発生源は、浮遊粒子状物質と同じで工場・事業場等から

排出されるばいじん等の人為発生源のもの及び土壌、火山等の自然起源のものです。  

 

◆ふっ素 

 他の元素との反応性が強いため天然には単体として存在せず、化合物として存在します。適量のフッ素は、

むし歯をつくらないために、また正常な骨格づくりに欠かせない必須元素の一つです。 

 

◆浮遊粒子状物質 

 浮遊粉じん、エアロゾル等のうち粒径10μm（マイクロメートル：1μmは100万分の1m）以下の粒子のこと。沈降

速度が小さく、大気中に比較的長時間滞留することから特に浮遊粒子状物質としています。工場・事業場等か

ら排出されるばいじん、ディ－ゼル車の排気ガス等人為的発生源及び土壌のまきあげ・海塩粒子等の自然発

生源により発生します。この浮遊粒子状物質は、屋根、壁等の表面に付着し汚れの原因となるだけでなく、気

道や肺胞に沈着して呼吸器に影響を及ぼすこともあります。 

 

◆ベンゼン 

 化学工業製品の合成原料となるもので、広い範囲の用途に用いられ、ガソリン中にも含まれています。人体

への影響として、白血病等の発がん性を有することが認められています。 

 

◆ほう素 

 主にほう酸塩として存在し、地殻中に約10mg/kg、海水中には約4.5mg/L含まれています。植物及び動物にと

って必須元素です。主な用途として、鉄合金等の硬さ増加剤、原子炉の中性子吸収剤、ガラスや陶器のエナメ

ル合成、着火防止剤、燃料合成等があります。人体への影響として、中枢神経障害が知られています。 

 

【ま行】 

 

◆まち山 

 かつて里山林として広がっていたものが、エネルギー革命以降、生産林である里山としては利用されることが

なくなったが、教育・文化機能や減災機能を持ち、周辺住民にとっては身近で重要な自然であり、都市部の生

物多様性保全を進めるにあたって核となる樹林を「まち山」として位置付けています。 

 



75 

 

【や行】 

 

◆溶存酸素量（DO） 

 水中に溶けている酸素量です。溶存酸素は水の自浄作用や水中の生物にとって必要不可欠のものです。汚

濁度の高い水中では消費される酸素の量が多いので溶存する酸素量は少なくなります。一般的にきれいな水

ほど酸素は多く含まれ、水温が急激に上昇し、藻類が著しく繁殖するときには過飽和の状態となります。 

 

◆要監視項目 

 平成5年（1993年）1月の中央公害対策審議会答申（水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の

項目追加等について）を受け「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況

等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」として設定されたもの。  

 

【ら行】 

 

◆リサイクル 

◆リデュース  

◆リユース 

 「3R（スリーアール）」参照。  
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